
Ⅰ
．
は
じ
め
に

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
毎
年
二
万
件
を
超
え
る
有
害
物
質
（
放
射
性
物
質
を
含
む
）
や
油
の
放
出
ま
た
は
放
出
の
お
そ
れ
に
か
か
わ
る
緊

急
事
態
が
通
報
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
緊
急
事
態
に
は
、
小
規
模
の
も
の
か
ら
、
即
時
の
対
応
と
近
隣
住
民
の
避
難
を
要
す
る
大

規
模
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い（

１
）
る
。

　

災
害
・
事
故
の
発
生
時
に
は
、
そ
の
規
模
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
―
発
生
施
設
、
地
方
、
州
、
連
邦
―
で
対
応
が
な
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
に
お
け
る
有
害
物
質
（
放
射
性
物
質
を
含
む
）
お
よ
び
油
に
係
る
災
害
・
事
故
時
の
対
応
に

関
す
る
法
的
枠
組
み
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
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Ⅱ
．
合
衆
国
環
境
保
護
庁
固
形
廃
棄
物
・
緊
急
対
応
局
緊
急
管
理
課

　

合
衆
国
環
境
保
護
庁
（U

.S. Environm
ental Protection A

gency, EPA

）
は
、
有
害
物
質
の
放
出
や
油
の
流
出
に
よ
っ
て
影
響
を

受
け
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
適
切
か
つ
適
時
の
対
応
措
置
が
確
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
州
・
地
方
の
初
動
要
員
の
能
力
を
超
え
る

場
合
や
追
加
的
支
援
が
必
要
な
場
合
に
は
、
様
々
な
活
動
を
調
整
・
実
施
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

二
〇
〇
四
年
九
月
五
日
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
固
形
廃
棄
物
・
緊
急
対
応
局
（O

ffi
ce of Solid W

aste and Em
ergency Response, O

SW
ER

）

内
に
、
有
害
物
質
の
放
出
や
油
の
流
出
に
係
る
災
害
・
事
故
対
応
の
中
心
的
機
関
と
し
て
、
緊
急
管
理
課
（O

ffi
ce of Em

ergency 

M
anagem

ent, O
EM

）
が
設
置
さ
れ
た
。
環
境
に
影
響
を
与
え
る
緊
急
事
態
へ
の
予
防
・
準
備
・
対
応
は
、
従
来
は
ス
ー
パ
ー
フ
ァ
ン

ド
緊
急
対
応
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
油
流
出
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
化
学
物
質
緊
急
準
備
・
予
防
課
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
Ｏ
Ｅ
Ｍ
の
設
置
に
よ

り
、
統
合
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

Ⅲ
．
有
害
物
質
お
よ
び
油
に
係
る
災
害
・
事
故
の
予
防
、
災
害
・
事
故
時
の
届
出
に
関
す
る
連
邦
法
規

　

有
害
物
質
（
放
射
性
物
質
を
含
む
）
お
よ
び
油
に
係
る
災
害
・
事
故
の
予
防
ま
た
は
災
害
・
事
故
時
の
届
出
に
関
し
て
、
以
下
の
連

邦
法
規
が
存
在
す（

2
）
る
。
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Ａ
．
包
括
的
環
境
対
処
補
償
責
任
法
の
下
で
の
有
害
物
質
放
出
届
出

１
．
包
括
的
環
境
対
処
補
償
責
任
法

　

包
括
的
環
境
対
処
補
償
責
任
法
（Com

prehensive Environm
ental Response, Com

pensation, and Liability A
ct, CERC

（
3
）

LA

）

は
、
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
を
浄
化
し
て
自
然
資
源
の
損
害
に
対
処
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
一
九
八
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
。

２
．
有
害
物
質
お
よ
び
そ
の
要
報
告
量

　

Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｌ
Ａ
に
お
け
る
有
害
物
質
（hazardous substances

）
と
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

①
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｌ
Ａ
一
〇
一
条
⒁
所
定
の
有
害
物
質

　

ⅰ
水
質
清
浄
法
（Clean W

ater A
ct, CW

（
4
）

A
）
の
三
一
一
条
ｂ
項
⑵（

5
）

A
に
従
っ
て
指
定
さ
れ
た
物
質
（
一
〇
一
条
⒁
A
）

　

ⅱ
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｌ
Ａ
一
〇
二
条
に
従
っ
て
指
定
さ
れ
た
物
質
（
一
〇
一
条
⒁
B
）

　

ⅲ
廃
棄
物
処
理
法
（Solid W

aste D
isposal A

ct
）
三
〇
〇
一（

6
）
条
の
下
で
特
定
さ
れ
る
か
同
条
に
従
っ
て
列
挙
さ
れ
た
性
質
を
有
す

る
有
害
廃
棄
物
（
一
〇
一
条
⒁
C
）

　

ⅳ
大
気
清
浄
法
（Clean A

ir A
ct, CA

A

）
三
〇
七
条
ａ（

7
）
項
の
下
で
列
挙
さ
れ
た
毒
性
汚
染
物
質
（toxic pollutant

）（
一
〇
一
条
⒁
D

　

ⅴ
Ｃ
Ａ
Ａ
一
一
二
条
（
8
）の
下
で
列
挙
さ
れ
た
有
害
大
気
汚
染
物
質
（hazardous air pollutant

）（
一
〇
一
条
⒁
E
）

　

ⅵ
差
し
迫
っ
た
危
険
の
あ
る
化
学
物
質
で
、
か
つ
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
長
官
が
毒
性
物
質
規
制
法
（T

oxic Substances Control A
ct

）
七（

9
）
条

に
従
っ
て
措
置
を
取
っ
た
も
の
（
一
〇
一
条
⒁
F
）

　

な
お
、
石
油
（
原
油
お
よ
び
留
分
を
含
む
）
は
、
ⅰ
か
ら
ⅵ
に
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｌ
Ａ
上
の
有
害
物
質
と
は
な
ら
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な
い
。
天
然
ガ
ス
、
合
成
ガ
ス
、
そ
れ
ら
の
混
合
物
も
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｌ
Ａ
上
の
有
害
物
質
で
は
な
い
（
一
〇
一
条
⒁
）。

　

②
環
境
に
放
出
さ
れ
た
場
合
に
は
公
衆
の
健
康
・
福
祉
ま
た
は
環
境
に
重
大
な
危
険
を
与
え
う
る
と
し
て
Ｅ
Ｐ
Ａ
長
官
に
よ
っ
て
指

定
さ
れ
た
物
質
（
一
〇
二
条
ａ
項
）

　

連
邦
行
政
命
令
集
第
四
〇
編
三
〇
二
・
四
条
に
お
い
て
、
約
八
百
物
質
が
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｌ
Ａ
の
有
害
物
質
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い（

１0
）

る
。

さ
ら
に
、
現
在
約
千
五
百
の
放
射
性
核
種
が
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
同
条
の
付
表
Ｂ
に
お
い
て
、
放
射
性
核
種
と
い
う

一
般
的
な
名
称
の
指
定
に
加
え
て
、
約
七
六
〇
種
が
個
別
に
指
定
さ
れ
て
い（

１１
）

る
。

　

各
有
害
物
質
に
は
、
そ
れ
が
放
出
さ
れ
た
場
合
に
は
有
害
物
質
放
出
届
出
が
必
要
と
な
る
量
―
要
報
告
量
（reportable quantity

）

―
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
一
〇
二
条
ａ
項
）。
要
報
告
量
は
、
規
則
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
な
い
限
り
は
一
ポ
ン
ド
、
ま
た
は
、
Ｃ
Ｗ

Ａ
三
一
一
条
ｂ
項（

１2
）
⑷
に
よ
っ
て
要
報
告
量
が
設
定
さ
れ
て
い
る
有
害
物
質
に
つ
い
て
は
そ
れ
と
同
量
で
あ
る
（
一
〇
二
条
ｂ
項
）。
た
だ

し
、
放
射
性
核
種
の
単
位
は
キ
ュ
リ
ー
で
あ
る
。
個
別
に
指
定
さ
れ
て
い
る
放
射
性
核
種
に
は
、
有
害
性
に
応
じ
て
〇
・
〇
〇
一
か
ら

千
キ
ュ
リ
ー
ま
で
七
段
階
の
要
報
告
量
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
放
射
性
核
種
の
要
報
告
量
は
一
キ
ュ
リ
ー
で
あ（

１3
）
る
。

３
．
有
害
物
質
放
出
届
出

　

船
舶
の
責
任
者
ま
た
は
海
上
・
陸
上
の
施
設
の
責
任
者
は
、
当
該
船
舶
ま
た
は
施
設
か
ら
有
害
物
質
が
一
〇
二
条
の
下
で
設
定
さ
れ

た
要
報
告
量
以
上
放
出
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
時
、
Ｃ
Ｗ
Ａ
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
全
国
対
応
セ
ン
タ
ー
（N

ational Response 

Center, N
RC

）
に
す
み
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
〇
三
条
ａ
項
）。
但
し
、
連
邦
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
た
放
出
は
届
出

の
対
象
と
な
ら
な
い
（
同
）。
Ｎ
Ｒ
Ｃ
は
、
当
該
届
出
を
、
影
響
を
受
け
る
州
の
知
事
を
含
む
、
あ
ら
ゆ
る
適
切
な
政
府
機
関
に
迅
速

に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
）。
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４
．
罰
則

　

す
み
や
か
に
有
害
物
質
放
出
届
出
を
行
わ
な
か
っ
た
か
、
誤
っ
た
ま
た
は
誤
解
さ
せ
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら

届
出
を
行
っ
た
船
舶
・
施
設
の
責
任
者
は
、
合
衆
国
法
典
第
一
八（

１4
）

編
所
定
の
条
文
に
従
っ
た
刑
事
罰
も
し
く
は
三
年
以
下
（
二
回
目
以

降
の
訴
追
の
場
合
に
は
五
年
以
下
）
の
自
由
刑
ま
た
は
こ
れ
を
併
科
さ
れ
る
（
一
〇
三
条
ｂ
項
）。

Ｂ
．
緊
急
対
処
計
画
お
よ
び
地
域
住
民
の
知
る
権
利
法
の
下
で
の
緊
急
対
処
計
画
・
緊
急
放
出
届
出

１
．
制
定
の
経
緯

　

緊
急
対
処
計
画
お
よ
び
地
域
住
民
の
知
る
権
利
法
（Em

ergency Planning and Com
m

unity Right-to-K
now

 A
ct, EPCR

（
１5
）

A

）

は
、
一
九
八
六
年
一
〇
月
七
日
、
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｌ
Ａ
を
修
正
す
る
ス
ー
パ
ー
フ
ァ
ン
ド
修
正
・
再
授
権
法
（Superfund A

m
endm

ents 

and Reauthorization A

（
１6
）

ct

）
の
第
三
編
と
し
て
成
立
し
た
。

　

ボ
パ
ー
ル
事（

１7
）
件
を
契
機
と
し
て
制
定
さ
れ
た
Ｅ
Ｐ
Ｃ
Ｒ
Ａ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
有
害
化
学
物
質
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
改
善
す
る

こ
と
と
、
州
政
府
・
地
方
政
府
・
部
族
政
府
に
化
学
物
質
の
放
出
に
対
す
る
緊
急
対
処
計
画
を
策
定
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
。

２
．
州
緊
急
対
処
委
員
会
と
地
区
緊
急
対
処
計
画
委
員
会
の
設
置

　

各
州
の
知
事
は
、
州
緊
急
対
処
委
員
会
（State em

ergency response com
m

ission, SERC

）
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
〇
一
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条
ａ
項
）。
Ｓ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
、
緊
急
対
処
計
画
地
区
を
指
定
し
（
三
〇
一
条
ｂ
項
）、
地
区
緊
急
対
処
計
画
委
員
会
（local em

ergency 

planning com
m

ittee, LEPC

）
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
〇
一
条
ｃ
項
）。

３
．
対
象
施
設
・
対
象
物
質

　

Ｅ
Ｐ
Ｃ
Ｒ
Ａ
の
対
象
と
な
る
の
は
、
特
別
危
険
物
質
（extrem
ely hazardous substances

）
が
基
準
計
画
量
（threshold planning 

quantity

）
を
超
え
て
存
在
す
る
施
設
で
あ
る
。
Ｅ
Ｐ
Ａ
長
官
は
、
特
別
危
険
物
質
と
そ
の
基
準
計
画
量
を
指
定
し
て
い
る
（
三
〇
二
条

ａ
項
、40 CFR Part 355
付
録
Ａ
）。
現
在
、
約
三
六
〇
物
質
が
特
別
危
険
物
質
と
し
て
指
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
約
三
分
の
一
以

上
が
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｌ
Ａ
上
の
有
害
物
質
で
も
あ（

１8
）
る
。

　

対
象
施
設
の
所
有
者
・
管
理
者
は
、
新
た
に
特
別
危
険
物
質
が
基
準
計
画
量
を
超
え
て
施
設
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
、
ま

た
は
、
す
で
に
施
設
に
存
在
し
て
い
る
物
質
が
特
別
危
険
物
質
に
指
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
日
か
ら
六
〇
日
以
内
に
Ｓ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
お

よ
び
Ｌ
Ｅ
Ｐ
Ｃ
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
〇
二
条
ａ
項
⑵
⑶
、
同
条
ｂ
項
⑴
、
同
条
ｃ
項
）。

４
．
緊
急
対
処
計
画

　

Ｌ
Ｅ
Ｐ
Ｃ
は
、
緊
急
対
処
計
画
（em

ergency planning

）
を
策
定
し
、
少
な
く
と
も
年
に
一
度
は
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
三
〇
三
条
ａ
項
）。
緊
急
対
処
計
画
は
、
以
下
の
事
項
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
〇
三
条
ｃ
項
）。

　

①
緊
急
対
処
計
画
地
区
内
の
対
象
施
設
、
特
別
危
険
物
質
表
に
掲
載
さ
れ
た
物
質
の
輸
送
ル
ー
ト
、
対
象
施
設
に
近
接
し
て
い
る
た

め
追
加
リ
ス
ク
に
寄
与
す
る
か
追
加
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
る
施
設
（
病
院
や
天
然
ガ
ス
施
設
等
）
の
特
定

　

②
特
別
危
険
物
質
表
掲
載
物
質
の
放
出
に
対
し
て
、
施
設
の
所
有
者
・
管
理
者
お
よ
び
地
区
の
緊
急
対
処
関
係
者
・
医
療
関
係
者
が
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従
う
べ
き
方
法
・
手
続

　

③
計
画
の
実
施
に
必
要
な
判
断
を
行
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
緊
急
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
お
よ
び
施
設
緊
急
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
選
任

　

④
放
出
が
生
じ
た
場
合
に
、
施
設
緊
急
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
緊
急
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
、
緊
急
対
処
計
画

に
お
い
て
指
定
さ
れ
た
者
と
公
衆
に
、
信
頼
性
の
あ
る
効
果
的
で
時
宜
に
か
な
っ
た
通
知
を
行
う
手
続
。
三
〇
四
条
所
定
の
緊
急
放
出

届
出
の
内
容
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
。

　

⑤
放
出
が
生
じ
た
こ
と
と
、
放
出
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
や
す
い
地
域
や
人
々
を
判
断
す
る
方
法

　

⑥
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
お
よ
び
各
施
設
の
非
常
設
備
・
施
設
の
詳
細
と
、
当
該
非
常
設
備
・
施
設
の
責
任
者
の
特
定

　

⑦
予
防
的
避
難
と
代
替
的
な
交
通
ル
ー
ト
の
準
備
を
含
む
避
難
計
画

　

⑧
地
区
の
緊
急
対
処
関
係
者
・
医
療
関
係
者
の
訓
練
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
含
む
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム

　

⑨
既
存
の
緊
急
対
処
計
画
の
方
法
お
よ
び
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

５
．
緊
急
放
出
届
出

（
１
）
緊
急
放
出
届
出
（em

ergency release notification
）
が
義
務
付
け
ら
れ
る
放
出

　

①
特
別
危
険
物
質
が
、
有
害
化
学
物
質
が
製
造
・
使
用
・
貯
蔵
さ
れ
た
施
設
か
ら
放
出
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
よ
う
な
放
出
が
Ｃ
Ｅ
Ｒ

Ｃ
Ｌ
Ａ
一
〇
三
条
ａ
項
の
下
で
届
出
を
要
求
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
施
設
の
所
有
者
・
管
理
者
は
す
み
や
か
に
緊
急
放
出
届
出
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
〇
四
条
ａ
項
⑴
⒜
）。

　

②
特
別
危
険
物
質
が
、
有
害
化
学
物
質
が
製
造
・
使
用
・
貯
蔵
さ
れ
た
施
設
か
ら
放
出
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
よ
う
な
放
出
が
Ｃ
Ｅ
Ｒ

Ｃ
Ｌ
Ａ
一
〇
三
条
ａ
項
の
下
で
届
出
を
要
求
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
施
設
の
所
有
者
・
管
理
者
は
、
そ
の
よ
う
な
放
出
が
以

東洋法学　第57巻第 1号（2013年 7 月）

243



下
に
該
当
す
る
場
合
に
限
っ
て
、
速
や
か
に
緊
急
放
出
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
〇
四
条
ａ
項
⑵
⒜
）。

　

ⅰ
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｌ
Ａ
一
〇
一
条
⑽
に
定
義
さ
れ
た
連
邦
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
た
放
出
で
は
な
く
、

　

ⅱ
Ｅ
Ｐ
Ａ
長
官
が
通
知
を
必
要
と
す
る
と
（
規
則
に
よ
っ
て
）
判
断
し
た
量
を
超
過
し
、
か
つ

　

ⅲ
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｌ
Ａ
一
〇
三
条
ａ
項
の
下
で
の
届
出
を
要
求
す
る
態
様
で
生
じ
た
場
合

　

③
特
別
有
害
物
質
表
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
物
質
が
、
有
害
化
学
物
質
が
製
造
・
使
用
・
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
施
設
か
ら
放
出
さ
れ
、

か
つ
、
そ
の
よ
う
な
放
出
が
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｌ
Ａ
一
〇
三
条
ａ
項
の
下
で
届
出
を
要
求
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
施
設
の
所
有
者
・
管
理
者

は
、
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
緊
急
放
出
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ⅰ
当
該
物
質
が
、
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｌ
Ａ
一
〇
二
条
ａ
項
の
下
で
要
報
告
量
を
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
（
三
〇
四
条
ａ
項
⑶
⒜
A
）、
ま
た
は

　

ⅱ
当
該
物
質
は
、
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｌ
Ａ
一
〇
二
条
ａ
項
の
下
で
要
報
告
量
を
設
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
ポ
ン
ド
以
上
の
放
出
で
あ
る
場

合
（
三
〇
四
条
ａ
項
⑶
⒜
B
ⅱ
）

　

④
た
だ
し
、
施
設
が
所
在
す
る
敷
地
内
の
み
で
人
が
曝
露
す
る
結
果
と
な
っ
た
放
出
の
場
合
、
緊
急
放
出
届
出
は
不
要
で
あ
る
。

（
２
）
緊
急
放
出
届
出
の
方
法
と
届
出
先

　

放
出
後
速
や
か
に
、
施
設
の
所
有
者
・
管
理
者
は
、
当
該
放
出
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
地
域
の
地
区
緊
急
対
処
計
画
委
員
会
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
緊
急
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
州
緊
急
対
処
計
画
委
員
会
に
電
話
、
ラ
ジ
オ
、
対
面
な
ど
で
緊
急
放
出
届
出
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
緊
急
放
出
届
出
の
対
象
と
な
る
物
質
の
輸
送
や
そ
の
よ
う
な
輸
送
に
付
随
す
る
貯
蔵
の
場
合
は
、
九
一
一
（
緊
急
電
話

番
号
）
に
通
報
す
る
こ
と
で
足
り
る
。
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（
３
）
緊
急
放
出
届
出
の
内
容

　

緊
急
放
出
届
出
は
、
通
知
の
時
点
に
知
ら
れ
て
い
る
範
囲
で
、
緊
急
な
結
果
へ
の
対
処
に
お
い
て
遅
滞
な
き
限
り
で
、
以
下
の
事
項

を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
〇
四
条
ｂ
項
⑵
）。

　

①
放
出
に
含
ま
れ
る
化
学
物
質
の
名
称
ま
た
は
同
一
性

　

②
特
別
有
害
物
質
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
表
示

　

③
環
境
に
放
出
さ
れ
た
物
質
の
推
計
量

　

④
放
出
さ
れ
た
時
刻
と
時
間

　

⑤
放
出
さ
れ
た
媒
体

　

⑥
緊
急
事
態
に
伴
う
既
知
ま
た
は
予
想
さ
れ
る
急
性
・
慢
性
の
健
康
リ
ス
ク
と
、
適
切
な
場
合
に
は
、
被
爆
者
に
必
要
と
さ
れ
る
医

学
的
助
言

　

⑦
放
出
の
結
果
と
し
て
取
る
べ
き
適
切
な
予
防
措
置
。
そ
う
し
た
措
置
に
は
避
難
も
含
ま
れ
る
。

　

⑧
詳
細
の
問
い
合
わ
せ
先
の
名
前
と
電
話
番
号

（
４
）
書
面
に
よ
る
事
後
届
出

　

緊
急
放
出
届
出
を
要
す
る
放
出
が
生
じ
た
後
は
、
所
有
者
・
管
理
者
は
、
出
来
る
だ
け
早
急
に
、
緊
急
事
後
届
出
書
（follow

up 

em
ergency notice

）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
届
出
書
に
は
、
緊
急
放
出
届
出
で
要
求
さ
れ
る
情
報
の
最
新
版
と
、
以
下
に

関
す
る
情
報
を
含
む
も
の
と
す
る
（
三
〇
四
条
ｃ
項
）。

　

①
放
出
に
対
し
て
取
っ
た
措
置
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②
放
出
に
伴
う
既
知
ま
た
は
予
想
さ
れ
る
急
性
・
慢
性
の
健
康
リ
ス
ク
、
な
ら
び
に

　

③
適
切
な
場
合
に
は
、
被
爆
者
に
必
要
と
さ
れ
る
医
学
的
助
言

（
５
）
罰
則

　

緊
急
放
出
届
出
義
務
に
違
反
し
た
者
は
、
違
反
一
件
に
つ
き
二
万
五
千
ド
ル
を
上
限
と
す
る
民
事
罰
を
課
さ
れ
る
（
三
二
五
条
ｂ
項

⑴
A
）。
違
反
が
継
続
し
て
い
る
間
は
、
日
々
二
万
五
千
ド
ル
を
上
限
と
す
る
行
政
罰
を
課
さ
れ
続
け
、
さ
ら
に
、
二
回
目
以
降
の
違

反
の
場
合
に
は
、
違
反
が
継
続
し
て
い
る
間
、
日
々
七
万
五
千
ド
ル
を
上
限
と
す
る
行
政
罰
を
課
さ
れ
続
け
る
（
三
二
五
条
ｂ
項
⑵
）。

故
意
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
は
、
二
万
五
千
ド
ル
を
上
限
と
す
る
刑
事
罰
も
し
く
は
二
年
以
下
の
自
由
刑
ま
た
は
こ
れ
を
併
科
、
二

回
目
以
降
の
違
反
に
つ
い
て
は
五
万
ド
ル
を
上
限
と
す
る
刑
事
罰
も
し
く
は
五
年
以
下
の
自
由
刑
ま
た
は
こ
れ
を
併
科
さ
れ
る

（
三
二
五
条
ｂ
項
⑷
）。

６
．
そ
の
他
の
報
告
制
度

（
１
）
有
害
化
学
物
質
の
貯
蔵
に
関
す
る
報
告
制
度

　

①
Ｍ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
の
提
出
（
三
一
一
条
）

　

労
働
安
全
衛
生
法
（O

ccupational Safety and H
ealth A

ct, O
SH

A
）
に
よ
り
製
品
安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト
（m

aterial safety data 

sheet, M
SD

S

）
の
提
出
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
施
設
で
、
Ｍ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
の
対
象
と
な
る
有
害
化
学
物
質
（hazardous chem

i （
１9
）

cal

）

を
、
連
邦
行
政
命
令
集
四
〇
編
三
七
〇
・
一
〇
条
に
お
い
て
以
下
の
と
お
り
定
め
ら
れ
た
量
以
上
保
有
す
る
施
設
の
所
有
者
・
管
理
者

は
、
Ｓ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
・
Ｌ
Ｅ
Ｐ
Ｃ
・
管
轄
消
防
庁
に
、
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ａ
お
よ
び
関
連
規
則
に
よ
る
健
康
ハ
ザ
ー
ド
・
物
理
的
ハ
ザ
ー
ド
の
分
類
に
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従
っ
て
、
名
称
・
通
称
と
有
害
性
に
つ
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
一
一
条
ａ
項
）。

　

・
特
別
危
険
物
質
に
つ
い
て
は
、
五
百
ポ
ン
ド
ま
た
は
基
準
計
画
量
の
い
ず
れ
か
低
い
量

　

・
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
ガ
ソ
リ
ン
に
つ
い
て
は
、
タ
ン
ク
が
完
全
に
地
下
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
、
連
邦
行
政
命
令
集
四
〇

編
二
八
〇
部
の
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
（underground storage tank, U

ST

）
に
関
す
る
全
て
の
要
求
事
項
ま
た
は
連
邦
行
政
命
令

集
四
〇
編
二
八
一
部
の
下
で
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
州
の
Ｕ
Ｓ
Ｔ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
要
求
事
項
を
前
年
度
に
常
に
遵
守
し
て

い
た
場
合
に
は
、
七
万
五
千
ガ
ロ
ン

　

・
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
に
つ
い
て
は
、
タ
ン
ク
が
完
全
に
地
下
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
、
連
邦
行
政
命
令

集
四
〇
編
二
八
〇
部
の
Ｕ
Ｓ
Ｔ
に
関
す
る
全
て
の
要
求
事
項
ま
た
は
連
邦
行
政
命
令
集
四
〇
編
二
八
一
部
の
下
で
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
よ
っ

て
承
認
さ
れ
た
州
の
Ｕ
Ｓ
Ｔ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
要
求
事
項
を
前
年
度
に
常
に
遵
守
し
て
い
た
場
合
に
は
、
一
〇
万
ガ
ロ
ン

　

・
そ
の
他
の
有
害
化
学
物
質
に
つ
い
て
は
、
一
万
ポ
ン
ド

　

②
緊
急
・
有
害
化
学
物
質
目
録
の
提
出
（
三
一
二
条
）

　

Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
二
種
類
の
緊
急
・
有
害
化
学
物
質
目
録
書
式
（em

ergency and hazardous chem
ical inventory form

）
を
作
成
し

て
い
る
。
Ｍ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
施
設
の
所
有
者
・
管
理
者
は
、
毎
年
、
Ｓ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
・
Ｌ
Ｅ
Ｐ
Ｃ
・
管
轄
消
防
庁

に
対
し
て
第
一
段
階
書
式
（T

ier I

フ
ォ
ー
ム
）
に
よ
る
報
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
一
二
条
ａ
項
）。
ま
た
、
Ｓ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
・

Ｌ
Ｅ
Ｐ
Ｃ
・
管
轄
消
防
庁
の
い
ず
れ
か
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
第
二
段
階
書
式
（T

ier II

フ
ォ
ー
ム
）
に
よ
る
報
告
も
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
一
二
条
ａ
項
、
同
条
ｅ
項
）。

　

第
一
段
階
書
式
で
要
求
さ
れ
る
情
報
は
、
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ａ
お
よ
び
関
連
規
則
に
よ
る
健
康
ハ
ザ
ー
ド
・
物
理
的
ハ
ザ
ー
ド
の
分
類
に
従
っ

た
、
有
害
化
学
物
質
の
ⅰ
前
年
度
の
最
大
保
有
量
（
推
計
）、
ⅱ
前
年
度
の
一
日
平
均
保
有
量
（
推
計
）、
ⅲ
通
常
の
所
在
で
あ
る
（
三
一
二
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条
ｄ
項
⑴
）。
第
二
段
階
書
式
で
要
求
さ
れ
る
情
報
は
、
各
有
害
化
学
物
質
の
ⅰ
名
称
・
通
称
、
ⅱ
前
年
度
の
最
大
保
有
量
（
推
計
）、

ⅲ
前
年
度
の
一
日
平
均
保
有
量
（
推
計
）、
ⅳ
貯
蔵
態
様
、
ⅴ
所
在
、
ⅵ
特
定
の
有
害
化
学
物
質
の
所
在
に
関
す
る
情
報
の
秘
匿
意
思

の
有
無
で
あ
る
（
三
一
二
条
ｄ
項
⑵
）。

（
２
）
有
毒
化
学
物
質
放
出
に
関
す
る
報
告
制
度
（
三
一
三
条
）

　

①
対
象
施
設

　

ⅰ
特
定
の
事
業
活
動
を
行
っ
て
い
る
施
設
ま
た
は
連
邦
の
施
設
で
あ（

20
）

り
、
ⅱ
常
時
一
〇
人
以
上
の
常
勤
従
業
員
が
お
り
、
ⅲ
有
毒
化

学
物
質
（toxic chem

ical

）
を
年
二
万
五
千
ポ
ン
ド
を
超
え
て
製
造
・
加
工
し
て
い
る
か
、
年
一
万
ポ
ン
ド
を
超
え
て
使
用
し
て
い
る

施
設
の
所
有
者
・
管
理
者
は
、
毎
年
七
月
一
日
ま
で
に
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
作
成
す
る
書
式
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
お
よ
び
州
知
事
に
報
告
す
る

こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
（
三
一
三
条
ａ
項
）。

　

②
対
象
物
質

　

報
告
対
象
と
な
る
有
毒
化
学
物
質
と
し
て
、
現
在
、
五
九
三
の
化
学
物
質
お
よ
び
三
〇
の
化
学
物
質
カ
テ
ゴ
リ
ー
（chem

ical cate-

gory

）
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。
三
〇
の
化
学
物
質
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
う
ち
三
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
個
別
に
指
定
さ
れ
た
六
二
の
物
質
を
含
ん
で

い
る
た
め
、
個
々
に
数
え
る
と
、
六
八
二
の
化
学
物
質
・
化
学
物
質
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
に
な（

2１
）
る
。

　

③
書
式

　

書
式
に
は
、
書
式
Ｒ
（T

RI Form
 R

）
と
簡
易
の
書
式
Ａ
（Form

 A

）
が
あ（

22
）る。
書
式
Ａ
は
、
対
象
化
学
物
質
の
年
間
報
告
量
が
五
百

ポ
ン
ド
を
超
え
ず
、
製
造
・
加
工
・
使
用
量
が
百
万
ポ
ン
ド
を
超
え
な
い
場
合
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き（

23
）
る
。
た
だ
し
、
難
分
解
性
・

生
体
蓄
積
性
・
有
毒
性
物
質
（PBT

 chem
ical

）
に
つ
い
て
は
、
上
記
条
件
に
該
当
し
て
も
、
書
式
Ｒ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な（

24
）

い
。
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④
情
報
公
開

　

Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
報
告
さ
れ
た
情
報
に
基
づ
い
た
有
毒
化
学
物
質
放
出
目
録
（T

oxic Release Inventory, T
RI

）
を
作
成
す
る
こ
と
で
、

公
衆
が
対
象
化
学
物
質
に
関
す
る
情
報
を
入
手
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
一
三
条
ｈ
項
、
同
条
ｊ（

25
）

項
）。

Ｃ
．
大
気
清
浄
法
の
下
で
の
事
故
に
よ
る
化
学
物
質
の
放
出
の
防
止

１
．
リ
ス
ク
管
理
計
画

　

大
気
清
浄
法
（
Ｃ
Ａ
Ａ
）
一
一
二
条
ｒ（

26
）
項
は
、
一
九
九
〇
年
に
Ｃ
Ａ
Ａ
が
修
正
さ
れ
た
時
に
追
加
さ
れ
た
。
同
項
に
基
づ
き
、
対
象

と
な
る
化
学
物
質
を
製
造
・
加
工
・
処
理
・
貯
蔵
す
る
固
定
発
生
源
の
所
有
者
・
管
理
者
は
、
下
記
の
Ｅ
Ｐ
Ａ
規
則
に
従
っ
て
、
事
故

に
よ
る
化
学
物
質
の
放
出
を
防
止
す
る
た
め
の
リ
ス
ク
管
理
計
画
（Risk M

anagem
ent Plan, RM

P

）
を
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
登
録
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
一
一
二
条
ｒ
項
⑺
B（

27
）

ⅲ
）。
Ｒ
Ｍ
Ｐ
は
、
対
象
施
設
の
リ
ス
ク
管
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
説
明
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

２
．
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
リ
ス
ク
管
理
計
画
規
則

　

Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
大
気
清
浄
法
一
一
二
条
ｒ
項
⑺
に
基
づ
き
、
化
学
物
質
関
連
事
故
防
止
の
た
め
の
リ
ス
ク
管
理
計
画
に
関
す
る
一
般
的

指
針
（General Guidance on Risk M

anagem
ent Program

s for Chem
ical A

ccident Prevention

）（40 CFR Part 68

）
を
公
表
し

て
い
る
。
な
お
、
特
定
の
産
業
（
プ
ロ
パ
ン
貯
蔵
施
設
、
倉
庫
、
化
学
品
流
通
、
ア
ン
モ
ニ
ア
冷
凍
、
廃
水
処
理
プ
ラ
ン
ト
）
に
つ
い
て
は
、

追
補
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
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（
１
）
対
象
と
な
る
化
学
物
質
と
閾
値

　

二
〇
一
一
年
七
月
一
日
時
点
で
計
一
四
〇
物
質
が
対
象
と
さ
れ
て
い
る
（40 CFR 

§68. １30

）。

　
　

・
有
毒
物
質　

七
七
物
質　

閾
値
五
百
～
二
万
ポ
ン
ド

　
　

・
可
燃
性
物
質　

六
三
物
質　

閾
値
一
万
ポ
ン
ド

（
２
）
対
象
施
設
の
義
務

　

対
象
施
設
は
、
リ
ス
ク
管
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
記
録
（docum

entation

）
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
リ
ス
ク
管
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
、
施
設
外
へ
の
結
果
の
解
析
（off-site consequence analy

（
28
）

sis

）、
五
年
間
の
事
故
歴
、
放
出

防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
緊
急
対
処
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
29
）が
含
ま
れ
る
。
対
象
施
設
は
、
リ
ス
ク
管
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
、
リ
ス
ク
管
理
計
画

を
定
期
的
に
、
ま
た
は
特
定
の
過
程
（process
）
そ
の
他
の
変
更
が
生
じ
る
場
合
に
、
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

Ｒ
Ｍ
Ｐ
は
、
二
〇
〇
九
年
三
月
か
ら
は
電
子
的
に
登
録
・
更
新
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
３
）
情
報
の
公
開

　

Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
緊
急
対
処
計
画
担
当
者
や
実
施
省
庁
が
Ｒ
Ｍ
Ｐ
に
関
す
る
情
報
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
入
手
可
能
に
し
て
い
る
。
緊
急
対
処

計
画
担
当
者
や
実
施
省
庁
に
は
、
連
邦
・
州
の
規
制
当
局
、
Ｓ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
、
Ｌ
Ｅ
Ｐ
Ｃ
、
部
族
緊
急
対
処
委
員
会
（T

ribal em
ergency 

response com
m

ission

）
が
含
ま
れ
る
。

　

な
お
、
Ｒ
Ｍ
Ｐ
情
報
の
う
ち
施
設
外
へ
の
結
果
の
解
析
に
関
す
る
情
報
を
公
衆
が
入
手
す
る
に
は
、
連
邦
閲
覧
室
で
閲
覧
お
よ
び

ノ
ー
ト
を
取
る
こ
と
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
以
外
の
Ｒ
Ｍ
Ｐ
情
報
に
つ
い
て
は
、
請
求
に
よ
っ
て
入
手
可
能
と
さ
れ
て
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い（
30
）

る
。

（
４
）
州
に
よ
る
上
乗
せ
・
横
出
し

　

州
は
、
対
象
化
学
物
質
に
関
し
て
追
加
的
な
義
務
を
課
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
、
対
象
物
質
以
外
の
物
質
を
対
象
と
す
る
こ
と
も

で
き
る
。Ｄ

．
油
流
出
の
防
止

１
．
大
規
模
施
設
か
ら
の
油
流
出
の
防
止

（
１
）
施
設
対
応
計
画
の
作
成
・
提
出

　

水
質
清
浄
法
の
下
、
油
濁
法
（O

il Pollution A

（
3１
）

ct
）
に
よ
る
修
正
を
受
け
て
、
油
を
貯
蔵
・
使
用
す
る
一
定
の
施
設
は
、
施
設
対
応

計
画
（Facility Response Plan

）
を
作
成
・
提
出
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
詳
細
は
、
油
汚
染
防
止
規
則
（O

il Pollu-

tion Prevention Regulati （
32
）

on

）
の
一
部
と
し
て
一
九
九
四
年
七
月
一
日
に
公
表
さ
れ
た
施
設
対
応
計
画
規
則
（Facility Response 

Plan Ru

（
33
）

le

）
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）
対
象
施
設

　

航
行
可
能
水
域
に
油
を
排
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
環
境
に
「
重
大
な
損
害
」（substantial harm

）
を
引
き
起
こ
す
と
合
理
的
に
予
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想
さ
れ
う
る
施
設
は
、
施
設
対
応
計
画
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

重
大
な
損
害
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
施
設
と
は
、
以
下
の
施
設
で
あ
る
。

　

①
総
計
四
万
二
千
ガ
ロ
ン
以
上
の
油
貯
蔵
能
力
を
有
し
、
油
を
水
上
の
船
舶
か
ら
ま
た
は
船
舶
へ
移
動
さ
せ
る
施
設
、
ま
た
は

　

②
総
計
百
万
ガ
ロ
ン
以
上
の
油
貯
蔵
能
力
を
有
し
、
以
下
の
条
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
施
設

　

ⅰ
各
地
上
貯
蔵
エ
リ
ア
に
十
分
な
二
次
的
な
格
納
設
備
を
有
さ
な
い
場
合

　

ⅱ
当
該
施
設
か
ら
の
排
出
が
魚
類
・
野
生
生
物
・
損
傷
を
受
け
や
す
い
環
境
に
損
害
を
生
ぜ
し
め
う
る
よ
う
な
距
離
に
あ
る
場
合

　

ⅲ
当
該
施
設
か
ら
の
排
出
が
公
共
の
飲
料
水
の
取
水
を
停
止
さ
せ
る
よ
う
な
距
離
に
あ
る
場
合

　

ⅳ
過
去
五
年
以
内
に
、
一
万
ガ
ロ
ン
以
上
の
要
報
告
排
出
が
あ
っ
た
場
合

（
３
）
施
設
対
応
計
画
の
内
容

　

施
設
対
応
計
画
は
、
全
国
緊
急
対
策
計
画
（N

ational Contingency Plan, N
CP

）
お
よ
び
地
区
緊
急
対
策
計
画
（A

rea Contingen-

cy Plan, A
CP

）
に
合
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
定
期
的
に
更
新
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
重
要
な
変
更
が
あ
る
た
び
に
承
認

の
た
め
に
再
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

施
設
対
応
計
画
に
は
以
下
の
も
の
が
含
ま
れ
る
。

　

・
緊
急
対
応
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

　

・
施
設
情
報
―
名
前
、
施
設
タ
イ
プ
、
所
在
地
、
所
有
者
、
管
理
者
に
関
す
る
情
報
を
含
む

　

・
緊
急
時
の
届
出
、
設
備
、
人
員
、
避
難
に
関
す
る
情
報

　

・
潜
在
的
な
流
出
の
危
険
性
お
よ
び
過
去
の
流
出
の
特
定
と
分
析
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・
小
規
模
、
中
規
模
、
最
悪
の
排
出
事
故
の
シ
ナ
リ
オ
と
対
応
措
置
に
関
す
る
議
論

　

・
排
出
探
知
の
手
続
・
設
備
の
詳
細

　

・
対
応
、
格
納
、
処
分
に
関
す
る
詳
細
な
実
施
計
画

　

・
自
己
点
検
、
訓
練
・
演
習
、
対
応
訓
練
の
詳
細
と
記
録

　

・
敷
地
計
画
（facility site plan

）、
排
水
、
避
難
計
画
の
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム

　

・
防
犯
設
備

　

・
対
応
計
画
カ
バ
ー
シ
ー
ト

２
．
小
規
模
施
設
か
ら
の
油
流
出
の
防
止

（
１
）
流
出
防
止
・
抑
制
・
対
策
規
則
の
作
成

　

油
汚
染
防
止
規
則
の
一
部
で
あ
る
流
出
防
止
・
抑
制
・
対
策
規
則
（Spill Prevention, Control, and Counterm

easure Ru

（
34
）

le

）
の

下
、
特
定
の
施
設
は
、
流
出
防
止
・
抑
制
・
対
策
計
画
（
Ｓ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
計
画
）
を
作
成
・
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
当
該
計
画
は
、

専
門
技
術
者
（Professional Engineer

）
に
よ
り
検
証
・
証
明
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
自
己
証
明
で
足
り
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
対
象
施
設

　

地
上
に
総
計
一
万
ガ
ロ
ン
以
下
油
貯
蔵
施
設
を
有
す
る
施
設
で
あ
り
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
計
画
が
自
己
証
明
さ
れ
た
時
点
か
ら
過
去
三
年
の

間
に
、
ⅰ
航
行
可
能
水
域
お
よ
び
隣
接
の
海
岸
線
へ
の
排
出
が
一
度
あ
っ
た
が
、
排
出
量
が
千
ガ
ロ
ン
を
超
え
な
か
っ
た
場
合
と
、
ⅱ

航
行
可
能
水
域
お
よ
び
隣
接
の
海
岸
線
へ
の
排
出
が
二
度
あ
っ
た
が
、
各
排
出
量
が
四
二
ガ
ロ
ン
を
超
え
ず
、
か
つ
、
各
排
出
の
間
が
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一
二
カ
月
以
上
で
あ
っ
た
施
設
が
対
象
と
な
る
。

（
３
）
Ｓ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
計
画
の
内
容

　

①
対
象
施
設
の
有
す
る
個
々
の
油
貯
蔵
容
器
が
五
千
ガ
ロ
ン
を
超
え
な
い
場
合
、
当
該
施
設
（T

ier I

施
設
と
呼
ば
れ
る
）
は
、
連
邦

行
政
命
令
集
四
〇
編
一
一
二
部
の
付
録
Ｇ
の
書
式
（
35
）に
記
入
す
る
こ
と
で
、
自
己
証
明
し
た
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

②
対
象
施
設
の
有
す
る
油
貯
蔵
容
器
の
う
ち
、
一
つ
で
も
五
千
ガ
ロ
ン
を
超
え
て
い
る
場
合
、
当
該
施
設
（T

ier II

施
設
と
呼
ば
れ

る
）
は
、
連
邦
行
政
命
令
集
四
〇
編
一
一
二
・
七
条（

36
）

等
に
し
た
が
っ
て
、
自
己
証
明
し
た
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ⅳ
．
有
害
物
質
の
放
出
ま
た
は
油
の
流
出
に
関
す
る
災
害
・
事
故
時
の
対
応

１
．
全
国
緊
急
対
策
計
画

　

全
国
緊
急
対
策
計
画
（
Ｎ
Ｃ
Ｐ
）
―
正
式
名
称
は
全
国
油
・
有
害
物
質
汚
染
緊
急
対
策
計
画
（N

ational O
il and H

azardous Sub-

stances Pollution Contingency Pl （
37
）

an

）
―
は
、
連
邦
政
府
の
計
画
で
あ
る
。
Ｎ
Ｃ
Ｐ
の
目
的
は
、
油
の
流
出
や
有
害
物
質
等
の
放
出

へ
の
準
備
・
対
応
の
た
め
の
組
織
の
構
造
・
手
続
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
（40 CFR 

§300. １

）。

　

最
初
の
Ｎ
Ｃ
Ｐ
は
、
一
九
六
七
年
に
イ
ギ
リ
ス
沖
で
生
じ
た
ト
リ
ー
・
キ
ャ
ニ
オ
ン
号
座
礁
事
件
を
契
機
と
し
て
、
翌
一
九
六
八
年

に
策
定
・
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
で
対
応
し
た
政
府
関
係
者
が
直
面
し
た
問
題
を
避
け
る
た（

38
）
め
、
ア
メ
リ
カ
の
水
域
で
生
じ
る
可
能

性
の
あ
る
油
流
出
に
対
処
す
る
た
め
の
協
調
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
策
定
し
た
の
で
あ
る
。

　

Ｎ
Ｃ
Ｐ
は
、
一
九
七
二
年
水
質
清
浄
法
に
よ
り
、
油
の
流
出
に
加
え
て
有
害
物
質
の
放
出
に
対
応
す
る
た
め
の
枠
組
み
も
含
む
こ
と
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に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｌ
Ａ
の
制
定
に
よ
り
、
Ｎ
Ｃ
Ｐ
は
、
有
害
廃
棄
物
サ
イ
ト
で
の
緊
急
除
去
措
置
を
要
求
す
る
放
出
も

対
象
に
す
る
よ
う
拡
充
さ
れ
た
。
最
新（

39
）

版
は
、
一
九
九
〇
年
油
濁
法
の
油
流
出
に
関
す
る
規
定
を
反
映
し
て
一
九
九
四
年
に
改
正
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

２
．
有
害
物
質
に
関
す
る
災
害
・
事
故
へ
の
対
応
の
流
れ

（
１
）
防
御
の
最
前
線

　

有
害
物
質
の
放
出
や
油
の
流
出
が
生
じ
た
場
合
、
放
出
・
流
出
に
責
任
を
負
う
企
業
、
対
応
請
負
業
者
（response contractor

）、

地
元
の
消
防
署
・
警
察
署
、
地
元
の
（
地
方
公
共
団
体
の
）
緊
急
対
応
担
当
職
員
が
防
御
の
最
前
線
に
立
つ
。
地
元
の
能
力
を
超
え
た

場
合
に
は
、
州
の
機
関
が
地
元
の
対
応
を
支
援
す
る
か
地
元
に
代
わ
っ
て
対
応
す
る
。
地
方
政
府
ま
た
は
部
族
政
府
が
、
有
害
物
質
の

放
出
に
対
し
て
暫
定
的
な
緊
急
措
置
を
行
う
に
あ
た
っ
て
そ
の
た
め
の
予
算
が
な
い
場
合
に
は
、
地
方
政
府
償
還
プ
ロ
グ
ラ
ム
（Local 

Governm
ents Reim

bursem
ent Program

）
か
ら
事
故
一
件
あ
た
り
二
万
五
千
ド
ル
ま
で
償
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
連
邦
の
関
与

　

有
害
物
質
の
放
出
量
ま
た
は
油
の
流
出
量
が
届
出
を
要
す
る
場
合
、
放
出
・
流
出
に
責
任
を
負
う
企
業
は
、
全
国
対
応
セ
ン
タ
ー

（
Ｎ
Ｒ
Ｃ
）
に
通
報
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
（40 CFR 

§300. １25

（a

））。
Ｎ
Ｒ
Ｃ
は
、
通
報
後
す
み
や
か
に
、
放
出
・
流

出
地
点
を
管
轄
す
る
現
場
推
進
責
任
者
（O

n-Scene Coordinator, O
SC

）
に
伝
達
す
る
（
同
）。

　

Ｏ
Ｓ
Ｃ
は
、
地
元
に
よ
る
対
応
状
況
を
判
断
し
、
連
邦
の
関
与
が
必
要
か
ど
う
か
、
必
要
な
ら
ば
ど
の
程
度
関
与
す
べ
き
か
を
判
断

す
る
た
め
に
状
況
を
観
察
す
る
。
Ｏ
Ｓ
Ｃ
は
、
以
下
の
状
況
に
お
い
て
、
対
応
の
指
揮
を
と
る
。
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・
有
害
物
質
の
放
出
ま
た
は
油
の
流
出
に
責
任
を
負
う
者
―
潜
在
的
責
任
当
事
者
（potentially responsible party

）
―
が
不
明
ま

た
は
協
力
的
で
な
い
場
合

　

・
当
該
流
出
・
放
出
が
、
企
業
・
地
元
・
州
の
対
応
能
力
を
超
え
る
と
判
断
す
る
場
合
、
ま
た
は

　

・
油
の
流
出
事
故
に
関
し
て
、
そ
の
流
出
の
規
模
や
性
質
の
た
め
、
公
衆
の
健
康
と
福
祉
に
重
大
な
脅
威
を
及
ぼ
す
と
判
断
す
る
場

合
　

Ｏ
Ｓ
Ｃ
は
、
放
出
・
流
出
へ
の
対
応
に
関
し
て
追
加
的
支
援
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
追
加
的
支
援
に
は
、
追
加

の
請
負
業
者
や
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
環
境
対
応
チ
ー
ム
（Environm

ental Response T
eam

, ERT

）
か
ら
の
技
術
支
援
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
や
海
洋
大

気
局
（N

ational O
ceanic and A

tm
ospheric A

dm
inistration, N

O
A

A

）
か
ら
の
科
学
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（Scientific Sup-

port Coordinator

）
が
含
ま
れ
る
。
Ｏ
Ｓ
Ｃ
は
ま
た
、
専
門
的
技
術
や
知
識
を
利
用
す
る
た
め
、
ま
た
、
追
加
的
な
後
方
支
援
を
提
供

す
る
た
め
、
地
域
対
応
チ
ー
ム
（Regional Response T

eam
, RRT

）
か
ら
の
支
援
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
え
て
、
全
国
対
応

チ
ー
ム
（N

ational Response T
eam

, N
RT

）
は
、
事
故
の
間
、
Ｏ
Ｓ
Ｃ
お
よ
び
Ｒ
Ｒ
Ｔ
を
後
方
支
援
す
る
。

３
．
全
国
対
応
チ
ー
ム
（40 C

FR 

§300. 110
）

（
１
）
全
国
対
応
チ
ー
ム
の
役
割

　

全
国
対
応
チ
ー
ム
（
Ｎ
Ｒ
Ｔ
）
は
災
害
・
事
故
に
直
接
的
に
対
応
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
対
応
に
関
す
る
三
つ
の
活
動
―
情
報
の

流
布
、
緊
急
事
態
に
関
す
る
計
画
、
緊
急
事
態
に
対
す
る
訓
練
―
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｎ
Ｒ
Ｔ
は
、
地
域
対
応
チ
ー
ム

（
Ｒ
Ｒ
Ｔ
）
を
支
援
す
る
。

　

①
情
報
の
流
布
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Ｎ
Ｒ
Ｔ
は
、
有
害
物
質
の
放
出
ま
た
は
油
の
流
出
に
関
す
る
技
術
・
財
政
・
運
用
に
関
す
る
情
報
を
チ
ー
ム
の
構
成
員
全
員
に
伝
え

る
責
任
を
負
う
。
そ
う
し
た
情
報
は
、
第
一
次
的
に
は
、
対
応
委
員
会
（Response Com

m
ittee

）、
予
防
委
員
会
（Preparedness 

Com
m

ittee

）、
科
学
・
技
術
委
員
会
と
い
っ
た
特
定
の
問
題
を
焦
点
に
し
た
委
員
会
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
、
他
の
構
成
員
に
伝
え
ら
れ

る
。

　

②
緊
急
事
態
に
対
す
る
計
画

　

Ｎ
Ｒ
Ｔ
は
、
Ｎ
Ｒ
Ｔ
に
お
け
る
連
邦
諸
機
関
の
役
割
の
概
要
が
、
全
国
緊
急
対
策
計
画
（
Ｎ
Ｃ
Ｐ
）
に
お
い
て
明
確
に
説
明
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
大
規
模
事
故
の
後
に
は
、
対
応
の
効
果
が
Ｎ
Ｒ
Ｔ
に
よ
っ
て
入
念
に
評
価
さ
れ
る
。
Ｎ
Ｒ
Ｔ
は
、
Ｎ
Ｃ
Ｐ
お

よ
び
全
国
対
応
シ
ス
テ
ム
の
改
善
の
た
め
の
提
言
を
行
う
た
め
に
、
評
価
を
通
じ
て
集
め
ら
れ
た
情
報
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｒ

Ｒ
Ｔ
は
地
域
緊
急
対
策
計
画
（Regional Contingency Plan, RCP

）
を
策
定
す
る
た
め
に
Ｎ
Ｒ
Ｔ
に
支
援
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｎ
Ｒ
Ｔ
は
ま
た
、
Ｒ
Ｃ
Ｐ
が
、
緊
急
対
応
に
お
い
て
連
邦
の
方
針
に
従
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
を
審
査
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

③
緊
急
事
態
に
対
す
る
訓
練

　

訓
練
は
、
油
の
流
出
ま
た
は
有
害
物
質
の
放
出
に
備
え
る
連
邦
の
戦
略
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
多
く
の
訓
練
は
州
政
府
や
地
方
政

府
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
Ｎ
Ｒ
Ｔ
は
、
訓
練
コ
ー
ス
や
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
、
連
邦
に
よ
る
訓
練
の
取
組
み
を
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
ト
し
、
地
域
・
州
・
地
方
の
職
員
に
訓
練
の
必
要
性
と
訓
練
コ
ー
ス
に
関
す
る
情
報
を
与
え
る
。
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（
２
）
全
国
対
応
チ
ー
ム
の
構
成
員
と
そ
の
役
割
・
責
任

　

①
Ｅ
Ｐ
Ａ

　

全
国
対
応
チ
ー
ム
の
長
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
職
員
が
務
め
て
い
る
。
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
現
場
推
進
責
任
者
（
Ｏ
Ｓ
Ｃ
）、
内
陸
で
の
流
出
に
対
し

て
は
科
学
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
ス
ー
パ
ー
フ
ァ
ン
ド
法
に
基
づ
く
有
害
廃
棄
物
修
復
措
置
に
関
し
て
は
修
復
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（Rem

edial Project M
anager

）
を
派
遣
す
る
。

　

ま
た
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
環
境
対
応
チ
ー
ム
（
Ｅ
Ｒ
Ｔ
）
に
資
金
を
拠
出
し
て
お
り
、
Ｏ
Ｓ
Ｃ
の
要
請
に
応
じ
て
、
災
害
・
事
故
対
応
が

地
域
の
利
用
可
能
な
リ
ソ
ー
ス
を
超
え
る
場
合
に
Ｅ
Ｒ
Ｔ
を
派
遣
す
る
。
Ｅ
Ｒ
Ｔ
は
、
サ
イ
ト
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
健
康
・
安
全
問
題
、

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
の
策
定
、
汚
染
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
関
す
る
支
援
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
か
ら
は
、
環
境
法
を
解
釈
す
る
た
め
に
、
法
律
専
門
家
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

②
合
衆
国
沿
岸
警
備
隊

　

全
国
対
応
チ
ー
ム
の
副
長
は
、
合
衆
国
沿
岸
警
備
隊
の
職
員
が
務
め
て
い
る
。
沿
岸
警
備
隊
は
、
海
岸
地
域
で
の
災
害
・
事
故
に
対

し
て
Ｏ
Ｓ
Ｃ
を
派
遣
し
て
お
り
、
全
て
の
Ｒ
Ｒ
Ｔ
の
共
同
長
で
あ
る
。

　

沿
岸
警
備
隊
は
、
四
六
あ
る
港
湾
長
管
轄
地
域
（Captain of the Port Zone

）
に
お
い
て
二
四
時
間
対
応
の
施
設
を
維
持
・
管
理

し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
施
設
は
、
沿
岸
水
域
に
お
け
る
放
出
に
対
し
て
指
揮
・
統
制
・
監
視
を
行
っ
て
い
る
。

　

沿
岸
警
備
隊
は
、
Ｎ
Ｒ
Ｃ
を
運
営
し
て
お
り
、
大
規
模
な
海
洋
汚
染
事
故
に
対
応
す
る
た
め
に
特
別
に
訓
練
さ
れ
、
態
勢
が
整
っ
て

い
る
国
家
機
動
部
隊
（N

ational Strike Force

）
を
維
持
し
て
い
る
。
沿
岸
警
備
隊
の
油
防
除
隊
（Strike T

eam

）
は
、
太
平
洋
岸
お

よ
び
メ
キ
シ
コ
湾
岸
に
拠
点
を
置
い
て
い
る
。

　

沿
岸
警
備
隊
長
官
は
、
水
質
清
浄
法
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
油
汚
染
責
任
信
託
基
金
（O

il Pollution Liability T
rust Fund

）
の
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管
理
者
の
役
割
も
果
た
し
て
い
る
。

　

③
連
邦
緊
急
事
態
管
理
庁

　

災
害
・
事
故
対
応
時
、
連
邦
緊
急
事
態
管
理
庁
（Federal Em

ergency M
anagem

ent A
gency, FEM

A

）
は
、
人
の
移
動
の
支
援

（relocation assistance

）
を
調
整
す
る
こ
と
に
お
い
て
主
導
機
関
に
助
言
と
援
助
を
与
え
る
。
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
は
、
州
政
府
・
地
方
政
府
の

緊
急
事
態
の
予
防
、
計
画
、
訓
練
、
演
習
に
お
い
て
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
や
ポ
リ
シ
ー
、
技
術
支
援
を
提
供
す
る
。

　

④
国
防
総
省

　

国
防
総
省
（D

epartm
ent of D

efense

）
は
、
油
・
有
害
物
質
が
そ
の
管
轄
下
に
あ
る
施
設
か
ら
放
出
さ
れ
た
場
合
に
対
応
す
る
。

同
省
は
、
要
請
に
応
じ
て
、
合
衆
国
海
軍
の
油
流
出
の
封
じ
込
め
・
回
復
の
た
め
の
機
材
と
人
員
、
船
舶
の
引
き
揚
げ
・
船
上
で
の
被

害
対
策
・
潜
水
の
た
め
の
機
材
を
、
合
衆
国
海
軍
か
ら
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
省
は
ま
た
、
航
行
可
能
水
域
の
障
害
物
の
除
去

や
船
舶
の
構
造
の
修
繕
に
お
い
て
、
合
衆
国
陸
軍
工
兵
部
隊
の
設
備
と
専
門
性
を
利
用
可
能
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

⑤
エ
ネ
ル
ギ
ー
省

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
省
（D

epartm
ent of Energy

）
は
、
有
害
物
質
が
同
省
の
施
設
か
ら
放
出
さ
れ
た
場
合
、
ま
た
は
、
同
省
の
管
理
下

で
輸
送
さ
れ
て
い
た
物
質
が
流
出
し
た
場
合
に
、
Ｏ
Ｓ
Ｃ
を
提
供
す
る
。
ま
た
、
放
射
性
物
質
に
関
わ
る
緊
急
な
危
険
を
管
理
す
る
に

あ
た
っ
て
、
同
省
の
職
員
が
支
援
す
る
。

　

⑥
農
務
省

　

農
務
省
（D

epartm
ent of A

griculture

）
は
、
土
壌
・
水
・
野
生
生
物
・
植
生
を
含
む
自
然
資
源
が
有
害
物
質
に
よ
っ
て
影
響
を

受
け
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
状
況
を
測
定
、
評
価
し
、
観
察
す
る
。

　

農
務
省
は
ま
た
、
以
下
の
組
織
か
ら
の
専
門
性
を
提
供
す
る
。
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・
森
林
局
（Forest Service

）

　

・
農
業
研
究
局
（A

griculture Research Service

）

　

・
自
然
資
源
保
全
局
（N

atural Resources Conservation Service

）

　

・
食
品
安
全
検
査
局
（Food Safety and Inspection Service

）

　

・
動
植
物
検
疫
局
（A

nim
al and Plant H

ealth Inspection Service

）

　

⑦
商
務
省

　

商
務
省
（D

epartm
ent of Com

m
erce

）
は
、
米
国
海
洋
大
気
局
（
Ｎ
Ｏ
Ａ
Ａ
）
を
通
じ
て
、
油
そ
の
他
の
有
害
物
質
の
移
動
と
分

散
を
予
測
す
る
た
め
の
有
害
性
評
価
と
流
跡
線
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
含
む
、
沿
岸
海
域
に
お
け
る
リ
ソ
ー
ス
と
緊
急
対
策
計
画
の
た
め

の
科
学
的
支
援
を
提
供
す
る
。
Ｎ
Ｏ
Ａ
Ａ
は
、
繊
細
な
沿
岸
の
環
境
に
つ
い
て
の
情
報
に
寄
与
し
、
実
際
の
お
よ
び
予
測
さ
れ
る
気

象
・
水
文
・
氷
・
海
洋
の
状
況
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
。
Ｎ
Ｏ
Ａ
Ａ
は
ま
た
、
管
理
・
保
護
す
る
海
洋
生
物
資
源
の
た
め
の
自

然
資
源
受
託
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
。

　

⑧
保
健
社
会
福
祉
省

　

保
健
社
会
福
祉
省
（D

epartm
ent of H

ealth and H
um

an Services, H
H

S

）
は
、
対
応
時
の
健
康
ハ
ザ
ー
ド
を
評
価
す
る
。
Ｈ
Ｈ

Ｓ
の
機
関
の
う
ち
、
有
害
物
質
・
特
定
疾
病
対
策
庁
（A

gency for T
oxic Substances and D

isease Registry, A
T

SD
R

）
や
国
立
環

境
健
康
科
学
研
究
所
（N

ational Institutes for Environm
ental H

ealth Sciences, N
IEH

S

）
等
は
健
康
影
響
に
関
す
る
情
報
を
維

持
・
提
供
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
立
環
境
健
康
科
学
研
究
所
は
、
油
流
出
の
健
康
影
響
に
関
す
る
訓
練
も
提
供
す
る
。

　

⑨
内
務
省

　

内
務
省
（D

epartm
ent of Interior

）
は
、
自
然
資
源
、
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
た
種
、
連
邦
の
土
地
・
水
域
に
関
す
る
専
門
性
に
寄
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与
し
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
居
留
地
と
合
衆
国
の
準
州
に
責
任
を
有
す
る
。
内
務
省
の
地
方
環
境
官
（Regional Environ-

m
ental O

ffi
cers

）
は
Ｒ
Ｒ
Ｔ
の
構
成
員
で
あ
る
。
内
務
省
は
、
そ
れ
が
維
持
・
管
理
す
る
資
源
に
関
す
る
自
然
資
源
受
託
者
と
し
て

の
役
割
を
果
た
す
。
内
務
省
内
で
専
門
性
を
有
す
る
機
関
に
は
、
以
下
が
含
ま
れ
る
。

　

・
魚
類
・
野
生
生
物
局
（Fish and W

ildlife Service

）

　

・
地
質
調
査
所
（Geological Survey

）

　

・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
（Bureau of Indian A

ffairs

）

　

・
土
地
管
理
局
（Bureau of Land M

anagem
ent

）

　

・
鉱
物
管
理
局
（M

inerals M
anagem

ent Service

）

　

・
鉱
山
局
（Bureau of M

ines

）

　

・
国
立
公
園
局
（N

ational Park Service
）

　

・
開
拓
局
（Bureau of Reclam

ation

）

　

・
地
表
採
炭
・
開
拓
執
行
室
（O

ffi
ce of Surface M

ining and Reclam
ation Enforcem

ent

）

　

・
領
土
室
（O

ffi
ce of T

erritorial A
ffairs

）

　

⑩
司
法
省

　

司
法
省
（D

epartm
ent of Justice

）
は
、
排
出
・
放
出
、
連
邦
機
関
の
対
応
か
ら
生
じ
る
法
的
問
題
に
専
門
的
助
言
を
与
え
る
。

ま
た
、
同
省
は
、
排
出
・
放
出
に
関
す
る
訴
訟
に
お
い
て
、
連
邦
政
府
を
代
理
す
る
。

　

⑪
労
働
省

　

労
働
省
（D

epartm
ent of Labor

）
は
、
労
働
安
全
衛
生
局
（O

ccupational Safety and H
ealth A

dm
inistration

）
を
通
じ
て
、
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有
害
廃
棄
物
サ
イ
ト
を
、
現
場
の
労
働
者
が
ハ
ザ
ー
ド
か
ら
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
当
該
サ
イ
ト
が
安
全
や
健
康

に
関
す
る
基
準
や
規
則
に
従
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
、
安
全
と
健
康
に
関
す
る
検
査
を
実
施
す
る
。

　

⑫
運
輸
省

　

運
輸
省
（D

epartm
ent of T

ransportation

）
は
、
調
査
特
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
庁
（Research and Special Program

s A
dm

inistration

）

を
通
じ
て
、
油
・
有
害
物
質
の
輸
送
に
関
す
る
専
門
性
を
提
供
す
る
。
同
庁
は
、
規
制
さ
れ
た
有
害
物
質
の
梱
包
・
取
扱
い
・
輸
送
上

の
義
務
に
専
門
的
助
言
を
提
供
す
る
。
同
庁
は
、
有
害
物
質
規
則
（49 CFR Parts １00-１99

）
の
制
定
・
執
行
、
緊
急
対
応
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
の
作
成
、
防
御
行
動
決
定
戦
略
（protective action decision strategy

）
や
実
施
シ
ナ
リ
オ
（exercise scenario

）
の
支
援

そ
の
他
の
機
能
を
果
た
す
。

　

⑬
原
子
力
規
制
委
員
会

　

原
子
力
規
制
委
員
会
（N

uclear Regulatory Com
m

ission

）
が
許
可
を
与
え
た
者
か
ら
放
射
性
物
質
が
放
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、

同
委
員
会
が
そ
の
事
故
対
応
計
画
に
従
っ
て
対
応
す
る
。

　

⑭
国
務
省

　

国
務
省
（D

epartm
ent of State

）
は
、
国
際
的
な
緊
急
事
態
対
策
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
主
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
同
省
は
、
排
出
・
放
出
が
国
境
を
越
え
て
い
る
場
合
や
海
外
の
船
舶
か
ら
の
排
出
・
放
出
で
あ
る
場
合
に
、
国
際
的
な
対
応
へ
の

取
組
み
を
調
整
す
る
こ
と
に
助
力
す
る
。
同
省
は
ま
た
、
海
外
の
政
府
か
ら
の
援
助
の
要
請
も
調
整
す
る
。

　

⑮
一
般
調
達
局
（General Services A

dm
inistration

）

　

⑯
財
務
省
（T

reasury D
epartm

ent

）
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４
．
地
域
対
応
チ
ー
ム
（40 C

FR 

§300. 115

）

　

地
域
対
応
チ
ー
ム
（
Ｒ
Ｒ
Ｔ
）
も
ま
た
、
連
邦
政
府
・
州
政
府
・
地
方
政
府
か
ら
の
代
表
か
ら
な
る
省
庁
間
組
織
で
あ
る
。
Ｒ
Ｒ
Ｔ

に
は
、
地
域
で
分
か
れ
た
一
三
の
常
設
チ
ー
ム
と
、
特
定
の
事
故
に
つ
い
て
編
成
さ
れ
る
チ
ー
ム
が
あ
る
。

　

Ｒ
Ｒ
Ｔ
の
四
つ
の
主
要
な
責
務
は
、
①
対
応
、
②
計
画
、
③
訓
練
、
④
調
整
で
あ
る
。

　

①
対
応

　

連
邦
機
関
の
現
地
事
務
所
お
よ
び
州
の
機
関
の
た
め
に
、
現
場
推
進
責
任
者
（
Ｏ
Ｓ
Ｃ
）
の
支
援
要
請
に
対
応
す
る
能
力
に
関
す
る

情
報
を
交
換
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
提
供
す
る
。
Ｎ
Ｒ
Ｔ
と
同
様
、
Ｒ
Ｒ
Ｔ
は
放
出
・
流
出
に
直
接
的
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

要
請
に
応
じ
て
、
対
応
を
支
援
す
る
た
め
に
技
術
的
助
言
、
機
材
、
人
員
を
提
供
す
る
。

　

②
計
画

　

各
Ｒ
Ｒ
Ｔ
は
、
実
際
の
事
故
時
の
連
邦
機
関
・
州
機
関
の
役
割
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
地
域
緊
急
対
策
計
画
を
策
定
す
る
。
事
故

の
後
、
Ｒ
Ｒ
Ｔ
は
、
地
域
の
対
応
に
伴
う
問
題
点
を
特
定
す
る
た
め
に
Ｏ
Ｓ
Ｃ
の
報
告
書
を
検
討
し
、
必
要
に
応
じ
て
計
画
を
改
良
す

る
。

　

③
訓
練

　

Ｒ
Ｒ
Ｔ
の
構
成
員
で
あ
る
連
邦
の
諸
機
関
は
、
連
邦
・
州
・
地
方
の
機
関
が
自
ら
の
緊
急
対
応
活
動
を
調
整
す
る
能
力
を
テ
ス
ト
す

る
た
め
、
地
域
計
画
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
演
習
を
提
供
す
る
。

　

④
調
整

　

Ｒ
Ｒ
Ｔ
は
、
そ
の
地
域
内
の
連
邦
・
州
の
機
関
か
ら
得
ら
れ
る
リ
ソ
ー
ス
を
特
定
す
る
。
そ
の
よ
う
な
リ
ソ
ー
ス
に
は
、
化
学
物
質
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の
放
出
や
油
の
流
出
に
対
処
す
る
た
め
の
機
材
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
、
訓
練
、
技
術
的
専
門
性
が
含
ま
れ
る
。
地
域
に
ほ
と
ん
ど
リ
ソ
ー
ス

が
な
い
場
合
に
は
、
Ｒ
Ｒ
Ｔ
は
、
事
故
時
に
十
分
な
リ
ソ
ー
ス
を
確
保
す
る
た
め
に
連
邦
・
州
の
機
関
か
ら
の
援
助
を
要
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

５
．
現
場
推
進
責
任
者

　

現
場
推
進
責
任
者
（
Ｏ
Ｓ
Ｃ
）
は
、
排
出
・
放
出
現
場
で
対
応
へ
の
取
組
み
を
指
示
し
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
取
組
み
を
調
整
す
る
役

割
を
果
た
す
（40 CFR 

§300. １20⒜

）。
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
合
衆
国
沿
岸
警
備
隊
は
、
各
地
域
の
全
て
の
地
区
に
Ｏ
Ｓ
Ｃ
を
選
任
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
）。
合
衆
国
沿
岸
警
備
隊
は
、
油
の
排
出
お
よ
び
沿
岸
地
域
へ
の
有
害
物
質
・
汚
染
物
質
・
汚
濁
物
の
放
出
ま

た
は
放
出
の
お
そ
れ
に
対
し
て
Ｏ
Ｓ
Ｃ
を
選
任
す
る
。
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
陸
上
で
の
排
出
・
放
出
ま
た
は
そ
れ
ら
の
お
そ
れ
に
対
し
て
Ｏ
Ｓ

Ｃ
を
選
任
す
る
（
同
）。

６
．
油
の
除
去

（
１
）
対
応
の
優
先
順
位

　

全
国
緊
急
対
策
計
画
は
、
対
応
措
置
実
施
中
に
最
優
先
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
人
の
生
命
の
安
全
、
次
に
優
先
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
状

況
の
安
定
化
、
と
順
位
づ
け
て
い
る
（40 CFR 

§300. 3１7

）。

（
２
）
一
般
的
な
対
応
の
パ
タ
ー
ン

　

現
場
推
進
責
任
者
（
Ｏ
Ｓ
Ｃ
）
が
排
出
の
報
告
を
受
け
た
場
合
に
は
、
Ｏ
Ｓ
Ｃ
は
、
通
常
、
以
下
の
よ
う
な
流
れ
で
対
応
を
行
う
。
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①
合
衆
国
の
公
衆
の
健
康
・
福
祉
ま
た
は
環
境
へ
の
脅
威
、
汚
染
物
質
の
タ
イ
プ
・
量
、
排
出
源
の
よ
う
な
関
連
情
報
を
判
断
す
る

た
め
に
報
告
を
調
査
す
る
（40 CFR 

§300. 320⒜
⑴

）。

　

②
排
出
の
規
模
と
タ
イ
プ
を
公
式
に
分
類
し
、
効
果
的
か
つ
す
み
や
か
に
確
実
に
排
出
を
除
去
・
緩
和
・
防
止
す
る
た
め
に
取
る
べ

き
行
動
方
針
を
決
定
す
る
（40 CFR 

§300. 320⒜
⑵

）。

　

③
排
出
の
効
果
的
で
速
や
か
な
除
去
・
緩
和
・
防
止
が
民
間
当
事
者
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
達
成
で
き
る
と
判
断
し
、
か
つ
、
当
該

排
出
が
合
衆
国
の
公
衆
の
健
康
・
福
祉
に
重
大
な
脅
威
を
与
え
な
い
場
合
に
は
、
責
任
当
事
者
等
が
除
去
を
適
切
に
実
施
し
て
い
る
か

ど
う
か
を
判
断
す
る
（40 CFR 

§300. 320⒜
⑶

）。

　

④
適
切
な
場
合
に
は
、
州
ま
た
は
行
政
機
関
が
除
去
措
置
を
行
う
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
判
断
す
る
。
そ
の
場
合
、
Ｏ
Ｓ
Ｃ
は
、

こ
れ
ら
の
措
置
を
支
援
す
る
資
金
を
手
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
（40 CFR 

§300. 320⒜
⑷

）。

　

⑤
地
域
緊
急
対
策
計
画
（
Ｒ
Ｃ
Ｐ
）
お
よ
び
地
区
緊
急
対
策
計
画
（
Ａ
Ｃ
Ｐ
）
に
従
っ
て
、
影
響
を
う
け
る
自
然
資
源
の
受
託
者
に

速
や
か
に
通
知
す
る
（40 CFR 

§300. 320⒜
⑸

）。

　

除
去
は
、
Ｏ
Ｓ
Ｃ
が
影
響
を
受
け
た
州
の
知
事
と
協
議
の
う
え
で
完
了
し
た
と
判
断
し
た
場
合
に
完
了
す
る
（40 CFR 

§300. 320⒝

）。

（
３
）
除
去
措
置
の
指
示

　

Ｏ
Ｓ
Ｃ
は
、
上
記
報
告
の
調
査
の
過
程
で
、
排
出
が
合
衆
国
の
公
衆
の
健
康
・
福
祉
（
魚
介
類
・
野
生
生
物
そ
の
他
の
自
然
資
源
、
合

衆
国
の
公
有
・
私
有
の
海
岸
お
よ
び
海
岸
線
を
含
む
）
に
重
大
な
脅
威
を
与
え
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（40 CFR 

§300. 322⒜

）。
判
断
要
素
に
は
、
排
出
の
規
模
・
性
質
、
合
衆
国
の
公
衆
の
健
康
・
福
祉
へ
の
脅
威
の
性
質
が
含
ま
れ
る
（
同
）。
得

ら
れ
た
情
報
に
基
づ
い
て
、
Ｏ
Ｓ
Ｃ
は
、
そ
の
よ
う
な
脅
威
の
評
価
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
）。
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Ｏ
Ｓ
Ｃ
の
調
査
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
排
出
が
合
衆
国
の
公
衆
の
健
康
・
福
祉
に
重
大
な
脅
威
を
与
え
て
い
る
か
そ
の
お
そ
れ
が
あ

る
こ
と
が
示
さ
れ
た
な
ら
ば
、
適
切
な
場
合
に
は
、
Ｏ
Ｓ
Ｃ
は
、
排
出
を
除
去
す
る
た
め
、
ま
た
は
、
そ
の
よ
う
な
排
出
の
脅
威
を
緩

和
・
防
止
す
る
た
め
、
連
邦
・
州
・
民
間
に
措
置
を
取
る
よ
う
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（40 CFR 

§300. 322⒝

）。

（
４
）
資
金

　

水
質
清
浄
法
（
Ｃ
Ｗ
Ａ
）
三
一
一
条
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
油
の
除
去
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
状
況
に
お
い
て
は
、
油
汚
染
責
任

信
託
基
金
が
利
用
で
き
る
（40 CFR 

§355, 33 CFR Part １36

）。
油
汚
染
の
責
任
当
事
者
は
、
Ｃ
Ｗ
Ａ
三
一
一
条
ｆ
項
、
油
濁
法

一
〇
〇
二
条
そ
の
他
の
連
邦
法
に
基
づ
い
て
、
連
邦
の
除
去
・
損
害
に
関
す
る
費
用
に
責
任
を
負
う
（40 CFR 

§355⒜

）。

７
．
有
害
物
質
の
除
去

（
１
）
除
去
措
置
の
実（

40
）
施

　

放
出
に
対
し
て
取
る
べ
き
措
置
の
適
切
な
範
囲
を
判
断
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
主
導
機
関
は
、
ま
ず
、
除
去
措
置
を
取
る
こ
と
が
適

切
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
、
除
去
に
関
す
る
サ
イ
ト
評
価
、
も
し
過
去
に
修
復
に
関
す
る
サ
イ
ト
評
価
が
行
わ
れ
て
い
た
ら
、

そ
れ
を
通
じ
て
生
み
だ
さ
れ
た
情
報
、
現
在
の
サ
イ
ト
の
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
（40 CFR 

§300. 4１5⒜
⑴

）。
そ
の
際
、
放

出
の
責
任
当
事
者
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
責
任
当
事
者
自
身
が
必
要
な
除
去
措
置
を
迅
速
か
つ
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
、
実
行
可
能
な
範
囲
で
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。（40 CFR 

§300. 4１5⒜
⑵

）。

　

放
出
が
生
じ
た
サ
イ
ト
が
全
国
優
先
地
域
順
位
表
（N

ational Priority List, N
PL

）
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
主
導

機
関
が
合
衆
国
の
公
衆
の
健
康
・
福
祉
ま
た
は
環
境
に
脅
威
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
主
導
機
関
は
、
放
出
ま
た
は
放
出
の
お
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そ
れ
を
軽
減
・
防
止
・
最
小
化
・
安
定
化
・
緩
和
・
除
去
す
る
た
め
に
、
適
切
な
除
去
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
（40 CFR 

§300. 

4１5⒝
⑴

）。
除
去
措
置
の
適
切
性
を
判
断
す
る
要
素
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

①
有
害
物
質
・
汚
染
物
質
・
汚
濁
物
質
へ
の
近
隣
の
人
・
動
物
・
食
物
連
鎖
の
実
際
の
曝
露
ま
た
は
曝
露
の
お
そ
れ
（40 CFR 

§300. 4１5⒝
⑵
ⅰ

）

　

②
飲
料
水
供
給
設
備
ま
た
は
損
傷
を
受
け
や
す
い
生
態
系
の
実
際
の
汚
染
ま
た
は
汚
染
の
お
そ
れ
（40 CFR　

§300. 4１5

）

　

③
樽
・
タ
ン
ク
そ
の
他
の
大
量
貯
蔵
容
器
内
の
有
害
物
質
・
汚
染
物
質
・
汚
濁
物
質
が
放
出
さ
れ
る
お
そ
れ
（40 CFR 

§300. 4１5

⒝
⑵
ⅲ

）

　

④
土
壌
の
表
面
の
ほ
と
ん
ど
ま
た
は
表
面
近
く
に
あ
る
高
レ
ベ
ル
の
有
害
物
質
・
汚
染
物
質
・
汚
濁
物
質
の
移
動
可
能
性
（40 

CFR 

§300. 4１5⒝
⑵
ⅳ

）

　

⑤
有
害
物
質
・
汚
染
物
質
・
汚
濁
物
質
が
移
動
ま
た
は
放
出
さ
れ
る
原
因
と
な
り
得
る
気
象
状
況
（40 CFR 

§300. 4１5⒝
⑵
ⅴ

）

　

⑥
火
災
・
爆
発
の
お
そ
れ
（40 CFR 

§300. 4１5⒝
⑵
ⅵ

）

　

⑦
他
の
適
切
な
連
邦
・
州
の
放
出
に
対
応
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
利
用
可
能
性
（40 CFR 

§300. 4１5⒝
⑵
ⅶ

）

　

⑧
合
衆
国
の
公
衆
の
健
康
・
福
祉
ま
た
は
環
境
へ
脅
威
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
そ
の
他
の
状
況
・
要
素
（40 CFR 

§300. 4１5⒝

⑵
ⅷ

）
（
２
）
現
場
推
進
責
任
者
の
役
割

　

現
場
推
進
責
任
者
（
Ｏ
Ｓ
Ｃ
）
は
、
水
質
清
浄
法
（
Ｃ
Ｗ
Ａ
）
上
の
有
害
物
質
に
関
し
て
、
以
下
の
こ
と
が
で
き
る
。

　

①
い
つ
で
も
、
放
出
を
除
去
し
、
除
去
を
手
配
し
、
放
出
の
重
大
な
お
そ
れ
を
緩
和
・
防
止
す
る
こ
と
（40 CFR 

§300. 4１5⒞
⑴
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ⅰ

）

　

②
放
出
を
除
去
す
る
連
邦
・
州
・
民
間
の
措
置
を
指
示
・
観
察
す
る
こ
と
（40 CFR 

§300. 4１5⒞
⑴
ⅱ

）、
な
ら
び
に

　

③
利
用
可
能
な
手
段
に
よ
っ
て
、
Ｃ
Ｗ
Ａ
上
の
有
害
物
質
を
放
出
し
て
い
る
、
ま
た
は
放
出
の
お
そ
れ
が
あ
る
船
舶
を
除
去
し
、
必

要
な
場
合
に
は
破
壊
す
る
こ
と
（40 CFR 

§300. 4１5⒞
⑴
ⅲ

）

　

Ｏ
Ｓ
Ｃ
の
調
査
に
よ
っ
て
Ｃ
Ｗ
Ａ
上
の
有
害
物
質
の
放
出
が
合
衆
国
の
公
衆
の
健
康
・
福
祉
に
重
大
な
脅
威
を
与
え
る
こ
と
が
示
さ

れ
た
な
ら
ば
、
適
切
な
場
合
に
は
、
Ｏ
Ｓ
Ｃ
は
、
放
出
を
除
去
す
る
た
め
、
ま
た
は
、
そ
の
よ
う
な
放
出
の
脅
威
を
緩
和
・
防
止
す
る

た
め
、
連
邦
・
州
・
民
間
に
措
置
を
取
る
よ
う
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（40 CFR 

§300. 4１5⒞
⑵

）。

８
．
国
家
対
応
枠
組

　

国
土
安
全
保
障
大
統
領
指
令
五
「
国
内
事
故
の
管
理
」（M

anagem
ent of D

om
estic Incidents

）
は
、
国
土
安
全
保
障
長
官
に
、

国
内
の
国
家
重
大
事
態
（Incident of N

ational Significance

）
へ
の
対
応
を
調
整
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。

　

化
学
物
質
の
放
出
や
油
の
流
出
が
、
国
土
安
全
保
障
長
官
に
よ
っ
て
国
家
重
大
事
態
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
国
土
安
全

保
障
省
の
国
家
対
応
枠
組
（N

ational Response Fram
ew

ork, N
RF

）
が
全
国
緊
急
対
策
計
画
に
優
越
す
る
。

　

Ｎ
Ｒ
Ｆ
と
は
、
災
害
・
事
故
の
大
小
を
問
わ
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
ハ
ザ
ー
ド
へ
の
国
家
に
よ
る
対
応
を
記
し
た
文
書
で
あ
る
。
Ｎ
Ｒ
Ｆ

は
、
そ
の
付
属
文
書
に
お
い
て
、
事
故
を
類
型
化
し
、
類
型
化
さ
れ
た
事
故
が
生
じ
た
時
に
最
も
必
要
と
さ
れ
そ
う
な
能
力
と
リ
ソ
ー

ス
を
「
緊
急
支
援
機
能
」（Em

ergency Support Function, ESF

）
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。
油
お
よ
び
有
害
物
質
に
関
わ
る
事
故
へ

の
対
応
に
お
い
て
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
主
導
機
関
お
よ
び
調
整
機
関
と
な
り
、
固
形
廃
棄
物
・
緊
急
対
応
局
緊
急
管
理
課
が
対
応
を
先
導
す

る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い（

4１
）

る
。
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９
．
放
射
性
物
質
の
放
出
に
関
す
る
災
害
・
事
故
時
の
対
応

（
１
）
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
権
限
と
責
務
の
根
拠

　

Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
平
時
の
放
射
性
物
質
の
放
出
に
関
わ
る
緊
急
事
態
に
つ
い
て
も
対
応
す
る
権
限
と
責
務
を
有
す（

42
）

る
。
そ
の
権
限
と
責
務

は
様
々
な
根
拠
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
主
な
も
の
は
以
下
の
と
お
り
で
あ（

43
）
る
。

　

①
制
定
法

　
　

・
公
衆
衛
生
法
（Public H

ealth Service A
ct

）（42 U
.S.C. 

§20１ et seq.

）

　
　

・
包
括
的
環
境
対
処
補
償
責
任
法

　
　

・
ロ
バ
ー
ト
・
Ｔ
・
ス
タ
フ
ォ
ー
ド
災
害
救
助
・
緊
急
事
態
支
援
法
（Robert T

. Stafford D
isaster Relief and Em

ergency 

A
ssistance A

ct

）（42 U
.S.C. 

§5１2１ et seq.

）

　

②
規
則

　
　

・
全
国
油
・
有
害
物
質
汚
染
緊
急
対
策
計
画 

　
　

・
商
用
原
子
力
発
電
所
―
緊
急
対
処
計
画
（Com

m
ercial N

uclear Pow
er Plants: Em

ergency Preparedness Planning

）（44 

CFR Part 352

）

　

③
連
邦
法
に
よ
る
緊
急
対
処
計
画

　

④
Ｅ
Ｐ
Ａ
長
官
に
よ
る
命
令
・
大
統
領
令

　
　

・
連
邦
緊
急
事
態
管
理
（Federal Em

ergency M
anagem

ent

）
に
関
す
る
大
統
領
令
（EO

 １2１48

）

　
　

・
緊
急
事
態
準
備
の
責
任
分
担
（A

ssignm
ent of Em

ergency Preparedness Responsibilities

）
に
関
す
る
大
統
領
令
（EO
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１2656

）

　
　

・
国
家
安
全
保
障
局
の
設
置
に
関
す
る
大
統
領
令
（EO

 １3228

）

　

⑤
大
統
領
決
定
指
令

　
　

・
合
衆
国
の
対
テ
ロ
方
針
（U

.S. Policy on Counterterrorism

）
に
関
す
る
大
統
領
決
定
指
令
（PD

D
 39

）

　
　

・
国
土
お
よ
び
在
外
ア
メ
リ
カ
人
へ
の
非
通
常
型
脅
威
に
対
す
る
保
護
（Protection A

gainst U
nconventional T

hreats to the 

H
om

eland and A
m

ericans O
verseas

）
に
関
す
る
大
統
領
決
定
指
令
（PD

D
 62

）

　
　

・
重
要
イ
ン
フ
ラ
保
護
（Critical Infrastructure Protection

） 

に
関
す
る
大
統
領
決
定
指
令
（PD

D
 63

）

　
　

・
立
憲
政
府
の
持
続
と
政
府
機
能
の
継
続
（Enduring Constitutional Governm

ent and Continuity of Governm
ent

） 

に
関
す

る
大
統
領
決
定
指
令
（PD

D
 67

）

　

⑥
国
土
安
全
保
障
大
統
領
指
令

　
　

・
国
内
事
件
の
管
理
（M

anagem
ent of D

om
estic Incidents

）
に
関
す
る
国
土
安
全
保
障
大
統
領
指
令
（H

SPD
-5

）

　
　

・
重
要
イ
ン
フ
ラ
特
定
・
優
先
順
位
付
け
・
保
護
（Critical Infrastructure Identification, Prioritization, and Protection

）

に
関
す
る
国
土
安
全
保
障
大
統
領
指
令
（H

SPD
-7

）

　
　

・
国
家
準
備
（N

ational Preparedness

）
に
関
す
る
国
土
安
全
保
障
大
統
領
指
令
（H

SPD
-8

）

　

⑦
国
際
的
な
計
画
・
条
約

　
　

・
合
衆
国
・
カ
ナ
ダ
放
射
線
緊
急
事
態
対
応
共
同
計
画
（U

nited States-Canada Joint Radiological Em
ergency Response Plan

）

　
　

・
原
子
力
事
故
又
は
放
射
線
緊
急
事
態
の
場
合
に
お
け
る
援
助
に
関
す
る
条
約
（International A

tom
ic Energy A

gency Con-

vention on A
ssistance in the Case of a N

uclear A
ccident or Radiological Em

ergency

）
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・
原
子
力
事
故
の
早
期
通
報
に
関
す
る
条
約
（International A

tom
ic Energy A

gency Convention on Early N
otification of 

a N
uclear A

ccident

）

（
２
）
放
射
性
物
質
緊
急
対
応
チ
ー
ム

　

放
射
性
物
質
の
放
出
に
関
わ
る
緊
急
事
態
に
対
し
て
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
自
ら
が
対
応
の
中
心
に
な
る
場
合
と
他
の
機
関
を
支
援
す
る
場
合

と
を
問
わ
ず
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
放
射
性
物
質
緊
急
対
応
チ
ー
ム
（Radiological Em

ergency Response T
eam

, RERT

）
を
現
場
に
派
遣

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

Ｒ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
以
下
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

　

・
Ｅ
Ｐ
Ａ
本
部

　

・
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
各
地
域
事
務
所
（
一
〇
か
所
）

　

・
国
立
分
析
環
境
放
射
線
研
究
所
（N

ational A
nalytical Environm

ental Radiation Laboratory

）

　

・
国
立
放
射
線
現
場
作
戦
セ
ン
タ
ー
（N

ational Center for Radiation Field O
perations

）

　

Ｒ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
ス
ー
パ
ー
フ
ァ
ン
ド
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
連
邦
・
州
・
地
方
政
府
と
と
も
に
緊
急
事
態
に
対
応
す
る
。

（
３
）
放
射
性
物
質
の
放
出
に
関
わ
る
緊
急
事
態
へ
の
準
備

　

①
対
処
計
画
・
手
続
の
策
定

　

Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
他
の
連
邦
機
関
・
州
政
府
・
地
方
政
府
・
他
国
と
と
も
に
、
放
射
性
物
質
の
放
出
に
関
わ
る
緊
急
対
処
計
画
・
手
続
を

策
定
す
る
。
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
地
域
放
射
線
プ
ロ
グ
ラ
ム
（Regional Radiation Program
）
の
職
員
は
、
州
・
地
方
・
部
族
の
緊
急
対
処
プ

東洋法学　第57巻第 1号（2013年 7 月）

27１



ロ
グ
ラ
ム
を
審
査
す
る
。

　

②
緊
急
事
態
へ
の
初
動
要
員
の
た
め
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
・
訓
練
の
提
供

　

Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
緊
急
事
態
へ
の
初
動
要
員
と
な
る
地
方
・
州
の
緊
急
対
処
機
関
の
た
め
に
「
防
御
行
動
ガ
イ（

44
）
ド
」
を
提
供
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
放
射
性
物
質
の
放
出
に
関
わ
る
緊
急
事
態
時
に
、
人
と
環
境
を
保
護
す
る
た
め
の
特
定
の
行
動
を
と
る
べ
き
か
ど
う
か
を
判

断
す
る
の
に
役
立
つ
基
準
を
初
動
要
員
に
提
供
す
る
。

　

③
訓
練
の
実
施
・
参
加

　

Ｒ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
そ
の
他
の
緊
急
対
処
機
関
は
、
放
射
性
物
質
の
放
出
に
関
わ
る
緊
急
事
態
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
し
た
訓
練
を
通
じ
て
、
対
処

計
画
を
テ
ス
ト
す
る
。

（
４
）
放
射
性
物
質
の
放
出
に
関
わ
る
緊
急
事
態
へ
の
対
応

　

①
Ｅ
Ｐ
Ａ
自
ら
が
対
応
の
中
心
と
な
る
場
合

　

Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
他
の
連
邦
機
関
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
な
い
、
ま
た
は
、
所
有
さ
れ
て
い
な
い
放
射
性
物
質
に
関
わ
る
事
故
へ
の
連

邦
に
よ
る
対
応
を
調
整
す
る
。
さ
ら
に
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
合
衆
国
ま
た
は
そ
の
領
域
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
の
あ
る
海
外
の
放
射
性
物

質
事
故
へ
の
合
衆
国
の
対
応
を
調
整
す
る
。

　

②
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
他
の
機
関
を
支
援
す
る
場
合

　

他
の
連
邦
機
関
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
か
所
有
さ
れ
て
い
る
放
射
性
物
質
に
関
わ
る
緊
急
事
態
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
以

下
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
土
安
全
保
障
省
、
調
整
を
行
う
連
邦
機
関
、
影
響
を
受
け
る
州
・
地
方
政
府
を
積
極
的
に
支
援
す
る
。

　

・
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ
、
デ
ー
タ
分
析
を
実
施
す
る
こ
と
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・
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
放
射
線
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
「
ラ
ド
ネ
ッ
ト
」（RadN

（
45
）

et

）
を
通
じ
て
、
放
射
性
物
質
の
放
出
が
公
衆
衛
生
お
よ

び
環
境
へ
与
え
る
影
響
を
評
価
す
る
こ
と

　

・
放
射
能
汚
染
の
封
じ
込
め
お
よ
び
浄
化
に
関
す
る
技
術
的
助
言
を
提
供
す
る
こ
と

　

・
汚
染
サ
イ
ト
の
修
復
・
回
復
を
支
援
す
る
こ
と

　

さ
ら
に
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、「
防
御
行
動
ガ
イ
ド
」
を
通
じ
て
、
放
射
線
被
爆
か
ら
人
・
資
源
・
環
境
を
保
護
す
る
こ
と
に
関
す
る
指
針

を
初
動
要
員
に
提
供
す
る
。

③
国
土
安
全
保
障
省
が
連
邦
の
対
応
を
調
整
す
る
場
合

　

既
述
の
と
お
り
、
国
家
重
大
事
態
に
つ
い
て
は
、
国
土
安
全
保
障
省
が
連
邦
の
対
応
を
調
整
す
る
。

Ⅴ
．
お
わ
り
に

　

ア
メ
リ
カ
の
有
害
物
質
（
放
射
性
物
質
を
含
む
）
お
よ
び
油
に
係
る
災
害
・
事
故
時
の
対
応
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
に
つ
い
て
調
査

し
た
結
果
、
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

・
ア
メ
リ
カ
で
は
、
有
害
物
質
の
放
出
ま
た
は
油
の
流
出
に
係
る
災
害
・
事
故
に
備
え
て
、
対
象
施
設
に
対
し
て
防
災
計
画
を
作
成

さ
せ
て
行
政
庁
に
提
出
さ
せ
る
こ
と
を
法
律
で
義
務
付
け
て
い
る
。

　

・
ア
メ
リ
カ
で
は
、
有
害
物
質
の
放
出
ま
た
は
油
の
流
出
に
係
る
災
害
・
事
故
時
に
備
え
て
、
①
災
害
・
事
故
情
報
を
一
元
的
に
集

約
す
る
仕
組
み
が
構
築
さ
れ
て
お
り
、
②
災
害
・
事
故
現
場
に
お
い
て
誰
が
対
応
す
べ
き
か
を
判
断
す
る
責
任
者
が
連
邦
の
対
応
が
必

要
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
各
連
邦
機
関
が
行
う
べ
き
対
応
が
、
事
前
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
放
射
性
物
質
の
放
出
に
係

る
災
害
・
事
故
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
主
導
機
関
ま
た
は
調
整
機
関
と
な
っ
て
緊
急
に
対
応
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
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注

（
１
）　U

.S. Environm
ental Protection A

gency, Em
ergency Response and Cleanup A

ctivities,　

http://w
w

w
.epa.gov/oem

/content/

er_cleanup.htm

（
二
〇
一
三
年
二
月
一
七
日
閲
覧
）。

（
2
）　

被
規
制
者
に
と
っ
て
、
自
身
が
法
規
の
対
象
施
設
で
あ
る
か
ど
う
か
は
重
要
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
Ｅ
Ｐ
Ａ
で
は
、
後
述
の
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｌ
Ａ
、
Ｅ
Ｐ
Ｃ

Ｒ
Ａ
、
Ｃ
Ａ
Ａ
一
一
二
条
ｒ
項
の
対
象
物
質
を
ま
と
め
て
検
索
可
能
に
し
て
い
る
。
リ
ス
ト
の
最
新
版
（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
版
）
はhttp://w

w
w

.

epa.gov/oem
/tools.htm

#lol

か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
る
（
二
〇
一
三
年
二
月
一
七
日
閲
覧
）。

（
3
）　42 U

.S.C. 

§§960１-9675.

（
4
）　33 U

.S.C. 

§１25１ et seq.

同
庁
は
、
専
門
チ
ー
ム
を
常
設
し
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
を
全
国
に
配
置
し
て
い
る
。

　

日
本
に
お
い
て
は
、
環
境
法
で
あ
る
大
気
汚
染
防
止
法
お
よ
び
水
質
汚
濁
防
止
法
に
は
、
対
象
と
な
る
工
場
・
事
業
場
の
事
故
時
の

応
急
措
置
お
よ
び
通
報
・
届
出
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
の
み
で
、
災
害
・
事
故
時
に
備
え
た
計
画
の
作
成
を
義
務
付
け
る
規
定
は
な
い

（
大
防
法
一
七
条
、
水
濁
法
一
四
条
の（

46
）

二
）。
災
害
・
事
故
の
発
生
が
不
可
避
で
あ
る
以
上
、
そ
の
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
に
、
防

災
計
画
の
作
成
を
求
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
の
有
害
物
質
（
放
射
性
物
質
を
含
む
）
お
よ
び
油
に
係
る
災
害
・

事
故
時
の
対
応
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
は
、
ひ
と
つ
の
参
考
に
な
る
。

〔
本
稿
は
、
環
境
省
請
負
調
査
―
平
成
24
年
度
諸
外
国
に
お
け
る
環
境
法
制
に
共
通
的
に
存
在
す
る
基
本
問
題
の
収
集
分
析
業
務
の
う

ち
、
筆
者
が
担
当
し
た
ア
メ
リ
カ
に
関
す
る
調
査
の
過
程
で
得
ら
れ
た
情
報
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。〕
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（
5
）　33 U

.S.C. 

§１32１⒝
⑵

A
.

（
6
）　42 U

.S.C. 

§692１.
（
7
）　33 U

.S.C. 

§１3１7⒜
.

（
8
）　42 U

.S.C. 

§74１2.

（
9
）　１5 U

.S.C. 

§2606.

（
１0
）　40 CFR 

§302. 4, T
able 302. 4. 

同
表
で
は
、
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｌ
Ａ
の
有
害
物
質
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
付
表
Ａ
（A

ppen-

dix to 302. 4

）
で
は
Ｃ
Ａ
Ｓ
番
号
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
１１
）　40 CFR 

§302. 4, T
able 302. 4, A

ppendix B. 

（
１2
）　33 U

.S.C. 

§１32１⒝
⑷

.

（
１3
）　U

S EPA
, Substances Covered U

nder Reporting Requirem
ents, http://w

w
w

.epa.gov/oem
/content/reporting/faq_subs.htm

（
二
〇
一
三
年
二
月
一
七
日
閲
覧
）。
各
有
害
物
質
・
放
射
性
核
種
の
要
報
告
量
の
数
値
に
つ
い
て
は
、40 CFR 

§302. 4

を
参
照
。

（
１4
）　

同
編
は
、
連
邦
法
上
の
犯
罪
お
よ
び
刑
事
手
続
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

（
１5
）　42 U

.S.C. 

§§１１00１-１１050.

（
１6
）　Pub. L. N

o. 99-499 （１986

）.

（
１7
）　

一
九
八
四
年
一
二
月
二
日
深
夜
、
イ
ン
ド
の
ボ
パ
ー
ル
に
あ
る
米
系
企
業
ユ
ニ
オ
ン
カ
ー
バ
イ
ド
・
イ
ン
ド
社
工
場
で
爆
発
事
故
が
発
生
し
、
三
日

未
明
に
か
け
て
流
出
し
た
イ
ソ
シ
ア
ン
酸
メ
チ
ル
に
よ
り
大
量
の
死
傷
者
が
出
た
事
件
で
あ
る
。

（
１8
）　U

S EPA
, Substances Covered U

nder Reporting Requirem
ents

・
前
掲
注
一
三
を
参
照
。

（
１9
）　

本
条
で
の
「
有
害
化
学
物
質
」
の
定
義
は
、
連
邦
行
政
命
令
集
二
九
編
一
九
一
〇
・
一
二
〇
〇
条
ｃ
項
で
な
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
食
品
医
薬
品

局
が
規
制
す
る
食
品
・
食
品
添
加
物
・
着
色
添
加
物
・
医
薬
品
・
化
粧
品
は
対
象
外
と
さ
れ
る
な
ど
、
例
外
が
あ
る
（42 U

.S.C. 

§１１02１⒠

）。

（
20
）　

対
象
施
設
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、http://w

w
w

.epa.gov/tri/coveredindustries/index.htm
l

で
確
認
す
る
こ
と
で
き
る
（
二
〇
一
三
年

二
月
一
八
日
閲
覧
）。
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（
2１
）　

個
々
の
有
毒
化
学
物
質
は
、http://w

w
w

.epa.gov/tri/trichem
icals/index.htm

で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
二
〇
一
三
年
二
月
一
八
日
閲

覧
）。

（
22
）　

年
度
毎
の
各
書
式
はhttp://w

w
w

.epa.gov/tri/reporting_m
aterials/form

s/index.htm
l

で
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
二
〇
一
三
年
二
月

一
八
日
閲
覧
）。

（
23
）　T

RI A
lternate T

hreshold for Facilities w
ith Low

 A
nnual Reportable A

m
ounts, 59 Fed. Reg. 6１488

（N
ov. 30, １994

）.

（
24
）　U

.S. Environm
ental Protection A

gency, T
oxic Chem

ical Release Inventory Reporting Form
s and Instructions 

（Revised 20１2 

V
ersion

）, EPA
 260-R-１3-00１

（Feb. 20１3

） 85.

（
25
）　

Ｔ
Ｒ
Ｉ
情
報
の
入
手
・
分
析
は
、http://w

w
w

.epa.gov/tri/tridata/index.htm
l

か
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
二
〇
一
三
年
二
月
二
七
日
閲
覧
）。

（
26
）　42 U

.S.C. 

§74１2

（r

）.

（
27
）　

最
初
の
履
行
期
限
で
あ
る
一
九
九
九
年
六
月
二
〇
日
ま
で
に
、
約
六
万
四
千
施
設
が
Ｒ
Ｍ
Ｐ
を
提
出
し
た
。

（
28
）　

施
設
外
へ
の
結
果
の
分
析
は
、
最
悪
シ
ナ
リ
オ
（w

orst-case release scenario

）
の
分
析
と
代
替
シ
ナ
リ
オ
（alternative release scenario

）

の
分
析
か
ら
な
る
。U

.S. Environm
ental Protection A

gency, General Risk M
anagem

ent Guidance, Chapter 4, １-2

（A
pr. 2004

）.

（
29
）　

緊
急
対
処
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
、
緊
急
対
処
計
画
、
緊
急
対
処
機
材
の
使
用
等
の
手
順
、
従
業
員
の
訓
練
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
最
新
で
あ
る
こ
と
を

確
保
す
る
手
続
が
含
ま
れ
る
。U

.S. Environm
ental Protection A

gency, General Risk M
anagem

ent Guidance, Chapter 8, 2-3

（A
pr. 

2004

）.

（
30
）　

詳
細
はhttp://w

w
w

.epa.gov/oem
/content/rm

p/readingroom
.htm

を
参
照
（
二
〇
一
三
年
二
月
一
八
日
閲
覧
）。

（
3１
）　33 U
.S.C. 

§270１ et seq. 

（
32
）　40 CFR Part １１2.

（
33
）　40 CFR 

§§１１2. 20 and １１2. 2１. 

（
34
）　40 CFR 

§§１１2. 3 - １１2. １2.

（
35
）　

書
式
は
、http://w

w
w

.epa.gov/em
ergencies/content/spcc/tier１tem

p.htm
か
ら
入
手
可
能
で
あ
る
（
二
〇
一
三
年
二
月
二
八
日
閲
覧
）。
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（
36
）　40 CFR 

§１１2. 7 and Subparts B or C.

（
37
）　40 CFR Part 300.

（
38
）　

ア
メ
リ
カ
の
ユ
ニ
オ
ン
・
オ
イ
ル
社
が
ト
リ
ー
・
キ
ャ
ニ
オ
ン
号
を
裸
用
船
し
て
い
た
。

（
39
）　N

ational O
il and H

azardous Substances Pollution Contingency Plan; Final Rule, 59 Fed. Reg. 47386 （Sep. １5, １994

）. 

（
40
）　

加
藤
一
郎
・
森
島
昭
夫
・
大
塚
直
・
柳
憲
一
郎
監
修
／
安
田
火
災
海
上
保
険
（
株
）・（
株
）
安
田
総
合
研
究
所
編
『
土
壌
汚
染
と
企
業
の
責
任
』

（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）
九
六

－

一
〇
一
頁
が
参
考
に
な
る
が
、
該
当
部
分
の
記
述
が
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｌ
Ａ
一
〇
四
条
ｂ
項
に
基
づ
く
除
去
措
置
に
関
す
る

説
明
で
あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、40 CFR 

§300. 4１5⒜
⑶

が
、「
本
条
は
、
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｌ
Ａ
一
〇
四
条
ｂ
項
に
基
づ
い
て
講
じ

ら
れ
る
除
去
措
置
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
除
去
措
置
の
た
め
の
基
準
は
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
Ｌ
Ａ
一
〇
四
条
ｂ
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。」
と
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

（
4１
）　

詳
細
はESF #１0 - O

il and H
azardous M

aterials A
nnex

を
参
照
。

（
42
）　

詳
細
はhttp://w

w
w

.epa.gov/radiation/rert/index.htm
l

を
参
照
（
二
〇
一
三
年
二
月
一
七
日
閲
覧
）。

（
43
）　

詳
細
はhttp://w

w
w

.epa.gov/radiation/rert/authorities.htm
l

を
参
照
（
二
〇
一
三
年
二
月
一
七
日
閲
覧
）。

（
44
）　

防
御
行
動
ガ
イ
ド
そ
の
他
の
関
連
文
書
はhttp://w

w
w

.epa.gov/radiation/rert/pags.htm
l

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
で
あ
る
（
二
〇
一
三
年

二
月
一
七
日
閲
覧
）。

（
45
）　

ラ
ド
ネ
ッ
ト
は
、http://w

w
w

.epa.gov/radnet/radnet-data/index.htm
l

か
ら
閲
覧
可
能
で
あ
る
（
二
〇
一
三
年
二
月
二
八
日
閲
覧
）。

（
46
）　

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
に
は
、
災
害
に
関
す
る
応
急
措
置
・
通
報
義
務
に
関
す
る
諸
規
定
の
ほ
か
に
、
防
災
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ

て
い
る
。

―
お
お
さ
か　

え
り
・
法
学
部
准
教
授
―
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